
1 

 

令和元年塩尻市議会９月定例会 

産業建設委員会会議録 
 

○日  時 令和元年９月１８日（水） 午前１０時００分 

○場  所 全員協議会室 

○審査事項 

議案第 １号 平成３０年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出４款衛生費中 1項保健衛生費

６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１

項労働諸費２目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、

１１款災害復旧費 

議案第 ７号 平成３０年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

○出席委員・議員 

       委員長   篠原  敏宏 君     副委員長   中野  重則 君 

        委員   中村   努 君       委員   古畑  秀夫 君 

        委員   牧野  直樹 君 

        議長   丸山  寿子 君 

○欠席委員 

        委員   永井  泰仁 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

       別紙名簿のとおり 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

       事務局局長    横山  文明 君   事務局次長  赤津  廣子 君 

       議事総務係主事  小林  貴裕 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前９時５７分 開会 

○委員長 若干、早いですが委員そろっておりますし、行政側のほう、よろしいですか。よろしければ始めさせ

ていただきたいと思います。ただいまから９月定例会産業建設委員会を開会をいたします。永井委員から、きょ

う、あす、欠席の届け出がありますので御報告をいたします。 

この際申し上げます。審査に関する発言につきましては、委員、職員ともに全てマイクを使用していただきま

すようお願いをいたします。 

 それでは、審査に入ります前に、理事者から御挨拶があればお願いをいたします。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者挨拶 

○副市長 改めましておはようございます。２日間にわたり委員会を開催をいただくわけでございます。大変お

忙しいところ、ありがとうございます。平成３０年度の決算初め、申し上げてございます議案につきまして、よ

ろしく御審査をいただきますようお願いを申し上げて、挨拶とさせていただきます。 

○産業振興事業部長（農政・森林担当） 県の畜産場におきます豚コレラの対応につきまして、資料を配付して

御報告したいがよろしいでしょうか。 

○委員長 それでは、案件の前に、豚コレラに関する報告ということでありますが、よろしいですね。それでは、

資料、配付をお願いします。 

〔資料配付中〕 

○産業振興事業部長（農政・森林担当） おはようございます。貴重な時間をいただきましてありがとうござい

ます。それでは、資料に沿いまして御報告申し上げます。長野県の畜産試験場における豚コレラの対応について

であります。 

１の農場概要等でありますが、（４）飼養頭数３４９頭でありまして、最初発症して検査をしました２頭を含み

ます３５１頭、殺処分したわけであります。（５）の防疫動員につきましては累計３２５人。内訳、記載のとおり

県と建設業協会で対応していただきました。 

２の経過であります。９月１２日木曜日午後１時４５分、豚１頭が嘔吐したということでありまして、同居豚

を含めて２頭を検査をしたということでありまして、２２時１５分に遺伝子検査陽性反応が出ました。次の日の

１３日、朝、本市に連絡があったわけでありますが、１１時に１４頭検査をしたうちの８頭陽性が出たというこ

とでありまして、国に検体を送付をいたしました。豚コレラ、確定を見越して１６時に松本地域の特定家畜伝染

病連絡会議が開催されて、本市も出席をしたところであります。１４日５時、国の検査結果、正式に豚コレラ、

決定いたしまして、６時に県による結果公表がありました。７時に松本地域の対策本部会議、本市も出席をし、

７時１５分、県知事から殺処分の指示が出ました。本市では１０時に副市長、産業振興事業部長、関係課との連

絡会議を開催しまして、本市の対応を協議したところであります。深夜１１時５７分、全頭殺処分終了し、１６

日月曜日、全頭の埋却処分が終了したということになります。１７日火曜日でありますが、午後１時半、本市の

豚コレラ防疫対策連絡会議、庁内関係課集めまして、本市の対応について協議、連絡をしたわけであります。 

裏面が、本市の対応状況であります。（１）の連絡会議につきましては、昨日開催をしました。（２）庁内のグ

ループウェアを使った情報の提供を行っております。それから新たに、（３）来庁者への靴底消毒協力依頼、本庁

舎、以下記載の施設で、きのう、消毒槽の設置をしました。それから（４）公用車、今までは農林関係の公用車、

消毒を徹底しておりましたが、全車両を対象として消毒を徹底をしていくということであります。（５）でありま

す。市民の皆様向けの周知等でありますが、ホームページ、緊急命令、防災行政無線等による情報提供を行って

おります。新たに（６）全戸回覧の文書を作成しましたので、これを回覧をして、市民の皆様への正しい知識で

ありますとか対応につきまして、協力を依頼をしていく。（７）キノコとりシーズンであります。主要林道の入り

口に消石灰を先週散布をいたしました。当面、感染イノシシが確認をされました宗賀、洗馬、楢川、それから塩

尻東、隣接の北小野に散布を終了してございますが、今後、片丘にも散布をしてまいります。（８）ＪＡ、猟友会
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等、関係団体等への情報提供を行って、協力を依頼をしてまいります。私からは以上でございます。 

○委員長 この件について、委員のほうから何かございましたら、この際、発言を許します。よろしいですか。

では、報告を聞きおくということで、先へ進めさせていただきます。 

それでは、本日の日程を申し上げます。当委員会に付託された議案は別紙委員会付託案件表のとおりでござい

ます。本日の日程については、中野副委員長のほうから御説明をいたします。 

○副委員長 おはようございます。今回の委員会につきましては、きょうとあすの２日間行いますので、よろし

くお願いいたします。あすは、委員会終了後、視察を予定をしております。委員会終了後、庁舎南側正面玄関へ

集合をお願いをいたします。視察場所につきましては、小坂田公園と贄川のメロディー橋を視察をする予定とな

っております。市役所へは、視察終了後、到着をする予定でありますので、ぜひ、よろしくお願いをいたします。

以上であります。 

○委員長 よろしいでしょうか。それでは、審査に入ります。なお、発言に際しては議事の円滑な進行のため、

委員長の指名を受けた者のみ発言を許します。議事進行への御協力をお願いをいたします。議案の審査案件に関

係のない職員の退席、これを認めます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１号 平成３０年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出４款衛生費中1項保健衛生費６

目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項

労働諸費２目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１

１款災害復旧費 

○委員長 それでは、第１号平成３０年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中、歳出４款衛生費中 1項

保健衛生費６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労

働諸費２目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業賞、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費、こ

れが対象でございます。これについて審査を行います。なお、審査は区分をして行いますので、よろしくお願い

をいたします。それでは、議案第１号平成３０年度塩尻市一般会計歳入歳出決算の認定について中歳出４款衛生

費中１項保健衛生費６目環境保全費、これのうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費を議題

といたします。引き続き、５款労働費までお願いをいたします。それでは、説明をお願いいたします。 

○下水道課長 それでは、決算書１５６、１５７ページをお願いいたします。４款衛生費１項保健衛生費６目環

境保全費のうち１５７ページ、３つ目の白丸、合併処理浄化槽設置事業の２つ目の黒ポツ、合併処理浄化槽設置

事業補助金３３９万５，４００円。こちらは、公共下水道及び農業集落排水計画区域外の家屋の合併処理浄化槽

設置に対する補助金であります。こちらは、５人槽４基へ補助を行いました。 

続きまして、決算書１５８、１５９ページ、決算説明資料７９ページをお願いいたします。２項清掃費１目し

尿処理費。こちらは、し尿浄化槽汚泥の集配予定等を衛生センターで受け入れ、前処理、希釈を行い、危険の発

生を停止した後、汚水幹線に圧送する経費でございます。 

初めに、１５９ページ、一番下の白丸、し尿処理施設管理費、1つ目の黒ポツですが、こちら、消耗品費２８

３万３，４６３円。こちらは脱臭装置に用いる活性炭、また、硫化水素臭気対策用のポリ硫酸第二鉄液の購入費

用となっております。続きまして、４つ目の黒ポツ、電力使用料６８１万１，１５１円。こちらは、処理棟、管
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理棟、送水ポンプ等の電気代、３１万９，２２７キロワットの電気使用料となっております。 

おめくりいただきまして、決算書、１６０、１６１ページをお願いいたします。１６１ページ、一番上の黒ポ

ツ、営繕修繕料１，０３９万１，７６０円。こちらは、前処理設備部品交換、脱臭ファン、引き込み柱アース修

繕に要した費用でございます。中ほどの黒ポツ、機械設備点検業務委託料２２０万３，２００円。こちらはバキ

ュームカーが衛生センター建物内で出入りする自動扉及び、しさ袋詰め装置の点検設備に要した費用でございま

す。さらに、４つ下の黒ポツ、衛生センター運転管理業務委託料１，０３０万７，５２０円。こちらは、衛生セ

ンターの日常の保守点検管理委託に要した費用で、平成２８年から平成３０年度の３カ年を契約期間といたしま

して、長期継続契約により日本クリーンアセス株式会社へ委託したものでございます。私からは以上でございま

す。 

○産業政策課長 それでは、決算書の１６４ページ、１６５ページをお開きください。あわせまして決算説明資

料の８２ページをごらんください。５款労働費１項労働諸費１目労働費の主な事業について説明いたします。初

めに、歳出のうち、人件費につきまして説明いたします。人件費は各課共通で、当該科目ごと備考欄に一般職の

正規職員につきましては職員給与費として、また嘱託員につきましては嘱託員報酬、臨時職員につきましては臨

時職員給与費でそれぞれ計上をしております。原則として各課からの説明は省略させていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。 

それでは、備考欄の上から３番目の白丸、労働者福祉対策事業は、決算額４，８０４万７，７５０円でござい

ます。２つ目の黒ポツ、勤労者福祉サービスセンター運営補助金８００万円は、朝日村、山形村からの負担金２

３５万７，０００円を合わせて交付したものでございます。成果といたしまして、平成３０年度末で７９６事業

所、３，０７８人の会員がおりまして、中小企業で働く皆様の福利厚生の充実に寄与をしております。その下の

黒ポツ、勤労者住宅建設資金利子補給金６７万１，０００円は、市内に住宅を新築、増改築または住宅用地を購

入するため、長野県労働金庫から資金の融資を受けた勤労者に対しまして利子補給金を補助するものであり、１

１件の実績がございます。なお、この補助金でございますけれども、平成２８年度をもちまして、一金融機関で

の補助であることや、他市の状況などから補助金を廃止いたしまして、平成３０年度経過措置分のみを計上をし

ております。その下の黒ポツ、塩尻地区労働者福祉協議会補助金１２５万円は、塩尻地区労働者福祉協議会の事

業費補助でございまして、労福協フェスティバルや福祉施設奉仕、駅前清掃など勤労者の福祉活動に取り組む事

業へ補助をしたものでございます。その下の黒ポツ、勤労者福祉資金融資預託金３，５００万円は、勤労者等を

対象といたしました限度額３００万円、返済期間１０年以内、資金使途に応じた低利な貸付利息とするための原

資を金融機関に預託したものでございます。平成３０年度は１０件、融資額にしまして２，１９８万円のあっせ

ん実行額となっております。 

次の白丸、雇用対策事業は、決算額２４７万１，８７７円でございます。一番下の黒ポツでございます。塩尻

地区労務対策協議会補助金６９万２，０００円は、当該団体への補助金で、新規就職者及び内定者向けの研修会

や、高校の教職員を対象としました企業視察会を開催したものでございます。 

おめくりいただきまして、１６６ページ、１６７ページをお開きください。一番上の白丸でございます。若年・

女性就労支援事業は、決算額１，４１６万５，８００円でございます。こちら、決算説明資料の８２ページもご

らんください。１つ目の黒ポツでございますけれども、子育て女性就職支援事業委託料４１９万５，０００円余
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は、就業を目指す子育て中の女性に対し、スキルアップ等に必要な各種セミナーやインターンシップを行いまし

て、就業につなげるための支援を行う事業を、塩尻市振興公社へ委託したものです。連続講座等を開催しまして、

１０３人が受講、そのうちＫＡＤＯによるテレワークへの就労８人を含む１０人が就職をしております。こちら

は、国の地方創生推進交付金２分の１が財源となっております。こちら、課題としまして、この事業でございま

すけれども、連続講座により自身のキャリアを確認し、働く意欲を高める内容であるため、質的な効果が高いも

のの、現在参加者は伸び悩んでおります。それでございますので、支援対策のニーズを聞き取り等をしながら、

改めて捉え直すことが必要であると認識をしております。その下の黒ポツ、テレワーク２．０推進事業委託料７

００万円は、テレワーカーのスキルアップ講座やＯＪＴの実施により、より高付加価値の仕事を受注できる体制、

あわせまして質の高いワーカーを数多く登録しておく体制を構築する事業を塩尻市振興公社へ委託したものです。

テレワークの平成３０年度の受注額は約１億１，８００万円、前年と比べますと倍増しております。また、登録

ワーカーが５２０名となり、月５万円以上の収入のあるワーカーが４６人となっております。こちらも、国の地

方創生推進交付金２分の１が財源となっております。こちらですけれども、新たに拠点を整備しました松本市な

ど、他地域との連携をしながら仕組みを構築し、事業を展開をしていく必要がございます。その下の黒ポツ、若

年者就業サポート事業委託料２９７万円は、塩尻市在住、または塩尻市内の事業所に就業を希望する若年無業者

や非正規労働者を対象に生活や雇用相談、スキルアップ講座や職業訓練等を就労トレーニング支援員が実施する

ことで、市内における若者雇用の増加を図ることを目的に、特定非営利活動法人ジョイフルへ事業委託をしたも

のでございます。成果といたしまして、相談件数は延べ１，３３７件あり、登録者１２３人のうち３４人が就職

をしております。また、自己表現の方法であったり、パソコンなどのスキルアップ講座であったり、このような

ものを実施しまして、延べ６６８人が受講をしております。なお、この事業でございますけれども、平成３０年

度から男女共同参画・若者サポート課へ移管をしております。 

その下の白丸、高齢者雇用対策事業は決算額１，３６８万２，０００円でございます。１つ目の黒ポツ、シル

バー人材センター補助金１，３６５万４，０００円は、シルバー人材センターの運営に係る補助金でありまして、

朝日村からも負担をいただいております。成果といたしまして、３月末現在で６８７人の会員がおりまして、平

成３０年度の契約金額は、対前年比９９％の３億７，８００万円余になっております。 

続きまして、その下の白丸、ＵＩＪターン促進事業は、決算額４７５万円でございます。決算説明資料の８２

ページもごらんください。１つ目の黒ポツでございますが、実践型インターンシップ負担金４５０万円は、首都

圏等の大学生が中小企業が抱える課題やプロジェクトに約１カ月間取り組みまして、成果報告を行うことにより、

大学生の地方企業への就職や企業が学生の視点で課題解決を図ることを目的とした事業であります。塩尻地区労

務対策協議会へ負担金を交付しておりまして、平成３０年度は６社が１１人の学生を受け入れていただき、それ

ぞれ課題解決に当たりました。国の地方創生交付金２分の１が財源となっております。５款労働費の説明は以上

でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長 労働費までで一旦区切ります。衛生費及び労働費、これについて質疑がございましたら。 

○古畑秀夫委員 １６５ページの労働者福祉対策事業の関係の勤労者住宅建設資金利子補給、労金だけで、不公

平ということでやめたってことか。だけど、１１件あってっていうのは、これは続いてお金を借りている、ずっ

とその間、利子補給、ある程度していくってこと。これからも引き続き１１件分はやるってことなのか。細かい



6 

 

こと、説明願いたい。 

○産業政策課長 こちらは、３年間の利子総額の１００分の２０が補助率になっております。借用期間が５年を

超える場合は６万１，０００円が上限、借用期間が５年以下の場合は２万８，０００円が上限ということで、上

限を達してしまいますので、今年度のみの計上にしておりまして、この補助金は廃止としております。なお、１

金融機関への補助という御質問もございました。こちら、労金と他の金融機関、最近、いわゆる労働金庫の設立

の目的が労働者の振興というのがありましたけれども、他の金融機関も同じくやっぱり労働者の皆様のサポート

もしておりますし、県内の１９市中、７市のみの実施ということで、こちらの補助金に関しましては、一昨年の

補助金の見直し、それにあわせまして、こちら、廃止という方針を打ち出したものでございます。 

○古畑秀夫委員 ３年間だけの利子補給で、ことしで終わりと。 

○産業政策課長 そのとおりでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○古畑秀夫委員 はい。 

○委員長 ほかに。 

○中村努委員 １６７ページのテレワークの関係ですけど、本会議でもあったかと思うのですが、市内では人手

不足で、外の仕事を受注しながらやっているっていうお話だったと思うのですが、なかなか市内の受講者がこれ

でいくと１０３名とかで、そのうち１０人が就職につながったというふうに書いてありますけど、これは受講し

て就業に至るまでっていうのはかなり難しいことなのかどうか。どういう方がこの受講の対象になっているのか、

その辺、お聞かせください。 

○産業政策課長 こちらの１０３名が受講したものでございますけれども、子育て女性就業支援事業、Ｓｅｅｄ

という略称でやっております。一応、対象者が、出産や子育てによりまして一度仕事をやめてしまいまして、復

職に自信がないと感じる方、そういった方を対象としました事業でございます。連続講座ということで１０回開

催をしておりまして、自分自身の軸に気づくとか、やる気の源をもう一回探すとか、人生の自分のライフプラン

を考えたりとか、そういった講座をしながら、今度働くための履歴書の書き方であったり、そういった応募書類

を完成させる、そして、あと、先輩の、子育てをしながら仕事を一緒にしたお母さんたちの話を聞きながら、い

わゆる、子育てが終わって、一旦仕事をやめてしまって、復職に自信がなくなってしまった方であったり、仕事

につきたいのだけれど、なかなかいいきっかけをつかめない、そんなような思いのある方を対象にしまして事業

を行っております。１０８人ということで、延べの人数でございますけれど、対象にして行ったのですけれども、

なかなか就職するのに一つ軸があるのと、隣で実はテレワークやっていまして、テレワークに就職をする方が８

名いらっしゃったと。１０人就職をしたという説明をしましたけれども、いわゆる一般企業には２人就職で、テ

レワークには２人就職をしたと、そのような結果、成果になっております。 

○中村努委員 若い方で、仕事に不安を持ってらっしゃる方と話をしたときに、こんな仕事もあるよという、こ

ういう方法もあるよというようなことを御紹介したときに、どの程度のことができれば、この受講、申し込める

のか、研修に耐えられるのかってことがまるっきりわからない。パソコンが、ワード、エクセルくらいまででき

る人ならいいとか、そういう具体的なことがないと、なかなか受講に踏み切れないというような声も聞いたので

すが、その辺は誰でもいいのですか。 
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○産業政策課長 この点につきましてですけれども、これは非常に誰でもよくて、ハードルを低く門戸を開いて

いる講座でありますので、今、委員のお話をお伺いしますと、私どもの周知、ＰＲの仕方、そういったものにも

一つ課題があるのかなと認識をいたしました。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

○中村努委員 ぜひわかりやすい周知をお願いしたいと思います。それから、続けてですが、若年就業サポート

事業の関係ですが、民間人材ビジネス事業者に支払う手数料というふうになっていますが、具体的にはどういう

ところなんですか。 

○産業政策課長 こちらの若年者就業サポート事業委託料でございますけれども、広丘にございます特定非営利

法人ジョイフルへお支払いをしているものでございます。 

○中村努委員 では、この決算説明資料に書いてある民間人材ビジネス事業者っていうのがジョイフルってこと

ですか。ＵＩＪターンの促進事業、そっちのほうだ、ごめんなさい。 

○産業政策課長 こちらの事業でございますけれども、民間の人材派遣事業者へ支払う手数料を補助しておりま

す。こちらでございますけれども、昨年度、１件の実績がございます。この実績でございますけれども、制度自

体は、民間の人材紹介会社ありますけれども、補助率は紹介手数料のうち、２分の１。大体相場的には給料の３

カ月分が紹介手数料と言われております。その紹介手数料２分の１、限度額２５万円を支給したものでございま

して、平成３０年度の事業者は、重ねましてなりますが、１社、株式会社サイクスという洗馬にあります省力化

の機器をしている会社がこの制度を使いまして人材を受け入れております。 

○委員長 よろしいですか。 

○中村努委員 この実践型インターンシップの受け入れ企業の受け入れのお願いみたいなことが、行政のほうか

らやっているってことでいいのですか。 

○産業政策課長 こちらは、塩尻商工会議所に事業のほうはお願いしてございまして、塩尻商工会議所のほうか

ら各事業者のほうに受け入れてみませんかというお知らせをしまして、受け入れ企業を募集しております。 

○中村努委員 このインターンシップが６社で１１人っていうのは、ちょっと少ないのかなと、塩尻市の規模か

らいって。そういうところを通さず、直で知り合いのところに行って、多分、学生がそれが卒業単位に認定され

るのだろうと思うのですが、全体的には、様子っていうのはわかりますか、大体。 

○産業政策課長 昨年の実績、６社１１人という受け入れでございますけれども、人数は私は多いほうではない

かなと考えております。あと、どうしても予算の都合上、１１人しか受け入れられないという実情もあります。

本年度の例になりますと、ちょうどこの７月末から９月上旬にかけて、学生がまた１０人インターンシップに入

ったのですが、本年度に関して言いますと、３０人の応募がございまして、そちらは選抜させていただいて、１

０人の学生をインターンシップとして受け入れたと、そういう状況でございます。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○副委員長 関連で、テレワーク事業で、９，６００万円ほどの繰り越しがあるのですが、この中身は。 

○産業政策課長 繰り越しの９，０００万円ですけれども、昨年度、平成３０年度の国の地方創生推進交付金の

拠点整備を使いまして、ちょうどここで実施設計が終わりまして、テレワーク、今、拡張の工事を入ります。今、

１２０あるテレワークのワークステーションを１８０から２００にふやす、そんな工事をこれから進めるわけで
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ございまして、その事業費が国の平成３０年度の補正予算であったものですから、市のほうで３月補正で一旦平

成３０年度の予算に受け入れまして、平成３１年度予算に繰り越したものでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○副委員長 そうすると、１２０を言いましたかね、今、１８０だかにふやすという。それは、どこにお願いを

するのですか。 

○産業政策課長 工事に関しましては、これから入札に入るところでございます。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○古畑秀夫委員 今と同じ関連のところですが、塩尻若者サポートステーションで、１５歳から３９歳の人たち

の支援を行って、登録者１２３人の３４人が就職したということで、かなりの成果は上がっていると思うのです

が、これはどのような職種へ就職したかっていうようなことはわかるわけでしょうか。 

○産業政策課長 申しわけございません。今、手元に資料がございませんので、後ほど答弁させていただきます。 

○委員長 資料が届いてからでよろしいですか。 

○古畑秀夫委員 はい。 

○委員長 ほかにございましたら。よろしいでしょうか。 

それでは、先へ進めさせていただきます。６款農林水産業費、説明をお願いいたします。 

○農業委員会事務局長 それでは決算書の１６６、１６７ページをお願いいたします。６款農林水産業費の中の

１項農業費１目農業委員会費から御説明いたします。決算額につきましては、４，７９５万２，４７９円でござ

います。備考欄の２番目の丸、農業委員活動費１，５３２万３，６４６円でありますが、農業委員の活動に伴う

経費でございまして、主なものでは最初のポツ、農業委員等報酬２６人分、１，３８３万７，２００円。１ペー

ジおめくりいただきまして、１６９ページ、上から５つ目のポツ、松塩筑安曇農業委員会協議会負担金４７万３，

０００円。その３つ下のポツ、県農業会議負担金３０万３，０００円は、関係機関への負担金となっておりまし

て、それぞれ指示額となっております。松塩筑安曇農業委員会協議会負担金につきましては、前年度より１万８，

０００円の減、県の農業会議負担金につきましては前年と同額となっております。次に、その一つ上のポツ、上

から７番目のポツとなりますが、農業委員等先進地視察研修費負担金２２万円につきましては、昨年国内視察研

修ということで１人１万円の補助をいただきまして、２２人が参加したものでございます。なお、研修内容につ

きましては、本年２月１日付の広報しおじりのほうに折り込みました農業委員会だより、グリーンしおじりにて

報告のほうをさせていただいております。 

次に、１６９ページ、最初の白丸、農業者年金事務諸経費３４万４，９６４円ですが、この経費につきまして

は農業者年金の受託事務費でございまして、年金裁定請求等の事務処理にかかわる経費でございます。 

次、２番目の丸、農業委員会事務諸経費２１０万２，５１０円は、１０番目のポツで下から３番目のポツ、農

地地図情報検索システム業務委託料１０６万９，２００円でありますが、こちらはシステムの保守のほか、農地

基本台帳の農地所有者の住民記録ですとか、固定資産の情報について毎年更新するための業務を委託しているも

のでございます。委託先につきましては、株式会社パスコとなっております。私からは以上でございます。 

○農政課長 続きまして、２目農業総務費からお願いいたします。主なものの説明とさせていただきます。職員

給与費の下の白丸、農業総務事務費からお願いいたします。農業総務事務費３７８万６，３１８円でございます
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が、農業振興、農業再生の事業推進に係る事務諸経費となっております。一番下の黒ポツ、農業振興地域整備計

画作成委託料２８８万６，８４０円でございます。農振法に基づき、おおむね５年に１回行われます基礎調査の

集計、及び農業振興地域整備計画の見直しの作成等に係る委託料でございます。平成３０年度は、抽出アンケー

トの実施と取りまとめ、見直し案の素案のほうの作成をしてございます。 

次のページ、１７０、１７１ページをお願いいたします。３目農業振興費、２つ目の白丸、園芸産地基盤強化

等促進事業２，９３４万８，２００円でございます。決算説明資料８３ページを一緒にお願いいたしたいと思い

ます。園芸作物、野菜、果樹、花卉の生産振興に係る事業費でございます。一番上の黒ポツ、野菜価格安定事業

補助金９００万円でございます。野菜生産出荷安定法に基づき、農畜産業振興機構から野菜価格が暴落した際に

補給金が支払われる野菜価格安定制度で、その基金造成に係る生産者負担の軽減を図るものでございます。２つ

下の黒ポツ、農地地力向上対策事業補助金１７１万４，０００円でございます。レタス根腐れ病の拡大防止や化

学肥料低減に向けた緑肥種子購入の補助をするものでございます。次の黒ポツ、防薬ネット設置事業補助金２６

万４，０００円でございます。農薬のドリフト対策としての防薬ネットの設置補助金２件分でございます。次の

黒ポツ、環境保全型農業直接支援事業補助金１２０万７，２００円でございます。化学肥料、化学合成農薬を慣

行レベルから５割以上低減した上で、地球温暖化防止、生物多様性保全に効果が高い営農活動に取り組む販売農

家を直接支援、補助するものでございます。対象は２件分、面積１５．１ヘクタールとなっております。負担に

関しましては、国が２分の１、県４分の１、市が４分の１負担するものでございます。次の黒ポツ、農作物災害

緊急対策事業補助金１，６９６万３，０００円でございます。昨年１０月の台風２１号の災害に係る果樹棚、農

作物用ハウスの復旧、樹体被害による新たな苗木の購入、落下果樹の価格低下に対する補塡等の補助になります。

ブドウ棚復旧事業で２５件、１，５４９万１，０００円。病害虫防除事業、農薬の配布ってことで６１７件、１

１３万円。代作用の苗木のほうの購入補助で７件、１５万８，０００円。あと、落下の補塡、市長特認事業の中

で、落下果樹の加工価格の補塡ということで５０件、１８万４，０００円等を行ってございます。 

次の白丸、畜産振興事業１６２万７，９８７円。主に高ボッチ公共牧場の維持管理及び地域の畜産振興事業費

となっております。一番下の黒ポツ、家畜損害防止対策事業推進協議会負担金９０万円でございます。塩尻、山

形、朝日の１市２村で構成されております家畜の病傷死廃損害低減と畜産振興を図る広域連携協議会、家畜損害

防止対策事業推進協議会の負担金となっております。有害鳥獣の関係は、森林課のほうから説明があります。 

○森林課長 有害鳥獣駆除対策事業につきましては、森林課にかかわる部分ですので、私から説明させていただ

きます。有害鳥獣駆除対策事業、１，１２１万２，０００円余であります。２つ目の黒ポツ、臨時職員賃金２６

４万２，０００円余は鳥獣対策パトロール員３名、カラスおり管理員１名の計４人分の作業員賃金であります。

次に、下から５つ目の黒ポツ、有害鳥獣駆除対策協議会負担金４７８万２，０００円であります。これは野生鳥

獣の駆除活動を実施しております協議会への負担金でありまして、平成３０年度の駆除実績の主なものは、ニホ

ンジカ１６３頭、ニホンザル４８頭、イノシシ６３頭、熊１１頭であります。次に、下から３つ目の黒ポツ、有

害鳥獣防除対策事業補助金１０件、５４万７，０００円であります。これは農作物の被害防止のための補助であ

りまして、その内容は電気柵や防除ネットの設置にかかわる補助であります。設置件数の内訳としましては、電

気柵７件、防除ネット３件で、どちらも個人が設置したものでありまして、補助率は個人が２分の１、団体が３

分の２となっております。私からは以上です。 
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○農政課長 続きまして、次の白丸になります。農業振興資金等利子補給事業、４７９万２，３７５円でござい

ます。市の農業振興資金融資あっせん規則にのっとりまして、ＪＡ組合員や農業認定者等の生産基盤整備や提案

者のための運転資金融資の利子助成を行うものでございます。その下の黒ポツ、農業振興資金利子補給金として

１１２件分、３９５万１，０２８円となっております。その下の黒ポツ、農業経営基盤強化資金利子助成金８件

分、８４万１，３４７円となります。 

一番下の白丸、ぶどうの郷づくり等推進事業１億１００万７，０３９円でございます。決算説明資料は８３ペ

ージ、下の段となっております。特産のブドウを中心とした果樹総合産地としての維持発展を図るため、果樹棚

整備と施設整備、苗木の導入支援、果樹共済掛金の負担軽減や食料６次産業化の促進を図ったものでございます。

１つ目の黒ポツ、果樹園整備促進事業補助金２，１８７万９，０００円でございます。果樹棚整備１９件、果樹

苗木導入５件、雨よけ設備導入延べ３件の補助を行ってございます。次のページになります。１７２、１７３ペ

ージをお願いいたします。一番上の黒ポツ、果樹共済加入推進事業補助金４５２万５，０３９円でございます。

果樹共済加入促進のため、果樹共済掛金の２分の１以内を補助するものでございます。平成３０年度２６６件分

となっております。次の黒ポツ、食料産業６次産業化交付金７，４６０万３，０００円でございます。片丘北熊

井に建設されましたワイナリー、Ｄｏｍａｉｎｅ ＫＯＳＥＩの建設費、備品費に係る国費１０分の１０の補助

でございます。 

次の白丸、中山間地域等直接支払事業２，８８５万７，５３３円でございます。生産条件が不利な傾斜地の中

山間地域等において、市が協定をした集落を対象に農業生産の維持を図りながら農地や地域の多面的機能を確保

する事業でございます。下から２つ目の黒ポツ、中山間地域等直接支払交付金２，８４８万２，２９８円でござ

います。対象１９集落、約１５２ヘクタールを対象に交付金を支払うものでございます。 

次の白丸、農作物自給率向上事業１，１７０万４，６８０円でございます。食料の自給力向上のために遊休荒

廃農地の予防と解消を支援するほか、国の米需給調整及び経営所得安定対策を推進するものでございます。上か

ら４つ目の黒ポツ、農地再生支援補助金５０万５，０００円。遊休荒廃農地を再生利用する農業者への２件分の

補助でございます。その次の黒ポツ、経営所得安定対策直接支払推進事業補助金６４７万６，０００円でござい

ます。経営所得安定対策の地区再生協議会の活動支援費と事務経費でございます。次の黒丸、畑作物作付補助金

２７７万１，２００円、４５件分でございます。 

その次の白丸、農業経営体育成支援事業２，５２８万５，８８０円でございます。決算説明資料はあわせて８

４ページをお願いいたします。農業者の担い手育成の確保、地産地消や集落営農の促進、食農教育等を支援する

ものでございます。中ほどになります１１個目ぐらいの黒ポツ、農業者育成研修補助金８０万円でございます。

将来、ワイン業界、観光業界や農業関係の就業を希望する塩尻志学館高校生６名の海外研修費の一部を補助する

ものでございます。その下の黒ポツ、農業振興団体育成補助金５６万円。５団体分となります。生産者と消費者

の交流事業、農産物ＰＲ事業、地産地消、食育推進活動等を行う、農業者団体２団体及び農村女性団体３団体に

対する事業の補助金となっております。その下の黒ポツ、共同利用機械導入事業補助金３２１万円でございます。

機械導入促進による労力省力化を図るものでございまして、４件分となっております。その下の黒ポツ、新規就

農者機械導入事業補助金４７２万８，０００円。定年就農のインセンティブとなるような６５歳未満の者が、市

内で新たに就農するために必要な機械等の購入の補助するものでございまして、６件分となっております。一つ
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飛ばしまして、黒ポツ、農業次世代人材投資事業補助金１，４２５万円でございます。４５歳未満の経営が不安

定な就農初期段階の就農者に支援するものでございます。１０件分でございます。 

次の白丸農業再生推進事業５１８万９，７２０円でございます。決算説明資料のほうはあわせて８５ページを

お願いいたします。上から２つ目の黒ポツ、ワイン銘醸地振興事業委託料３８８万２，６００円でございます。

人材育成と多角的な視点から、ブドウとワインの品質向上を図り、産地のさらなるブランド化を進めるための事

業、また塩尻市が負担、広報との連携事業の促進、塩尻ワイン大学の企画運営、またその受講生の醸造免許取得

支援、起業支援を行うものでございます。その２つ下の黒ポツ、農業再生ネットワーク会議負担金１０１万円で

ございます。塩尻ワイン大学の運営に対する負担金及びフランスワイン留学に関する経費を補助したものでござ

います。 

その次の白丸、農業公社運営補助金２，４００万円になります。農業公社運営の補助金となっております。 

その次の白丸、農産物流通促進事業３７３万４，３０２円でございます。その下の黒ポツ、流通コーディネー

ト事業補助金でございます。農業再生プロジェクトの域内流通網構築に取り組むコーディネーター２人分の人件

費と車両リース等諸経費の補助となっております。 

その下の白丸、都市農村交流事業２件分でございます。その下の黒ポツ、都市農村交流事業補助金でございま

すが、北小野地区と片丘地区内で、都市住民との交流事業を行っている団体に、それぞれ補助するものでござい

ます。 

次のページ。１７４、１７５ページをお願いいたします。続きまして、４目農村総合整備費。一番上の白丸、

農村総合整備事業２億５，８２９万円でございます。一般会計から総務省基準に基づきまして、農業集落排水水

道事業会計に繰り出しするものでございます。次の、農地流動化のほうは、農業委員会からの説明となります。 

○農業委員会事務局長 引き続きまして１７５ページになります。５目農地流動化促進活動事業費について御説

明させていただきます。決算額につきましては、１，４９４万３５４円でございます。白丸、農地流動化促進事

業ですが、７番目のポツ、県農地情報管理センター負担金４０万７，０００円ですが、こちらのほう利用権設定

をしております農地の貸借款、終了前に農地所有者と借り受け者に契約期間が終了する旨の通知や更新手続の資

料の印刷などを行っております。あと、農地の貸し借りの情報を一括管理していただくための負担金でございま

して、管理センターからの指示額となっております。その次のポツ、中核農家等育成規模拡大事業奨励金１，３

５５万９，９００円でございますが、決算説明資料の８５ページのほう、あわせてごらんいただければと思いま

す。この事業につきましては、農業従事者の高齢化が進む中、耕作放棄地の発生防止を図りながら、担い手農家

の育成をするため、農地の借り手農家に対しまして、その契約年数に応じまして奨励金を交付して農地の流動化

を進め、農業経営の安定化を図っているものでございます。平成３０年度に交付しました内容につきましてです

が、平成３０年度の設定分、１０８ヘクタール、８３３万２，３００円。平成２７年度に設定した４０．５ヘク

タールの２回目の支払い４４５万８００円。平成２４年度に設定いたしました８ヘクタールの３回目の支払い、

７７万６，８００円の、合計で５２２万７，６００円の支払いとなっております。私からは以上でございます。 

○農政課長 続きまして、その下、６目農地費をお願いいたします。あわせまして土地改良事業の方に入ります。

工事請負費等明細書のほうで、５から６ページ、また委託料明細書も５８ページからあわせてごらんいただけれ

ばと思います。職員給与費の下の白丸、土地改良事業１億７，８９６万４，２４２円でございます。決算説明資
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料も８６ページ上段に載ってございます。よろしくお願いします。 

 国庫補助事業や交付金事業を活用し、また市単の土地改良事業実施の諸経費となっております。 

 その下の黒ポツ、設計委託料７０９万５，６００円でございます。上小曽部の長崎堰、北熊井の大房水路、桟

敷の飯田堰、また下小曽部の原村堰の測量設計を行ったものと、塩尻西地区としまして、農業水路の機能診断を

行ったものでございます。 

 次の黒ポツ、施設管理委託料９０万４７２円でございます。小坂田池の池内の支障木の除去、またみどり湖水

利調整、堤体除草作業、またため池防災システムの管理を委託したものでございます。 

 １つ飛ばしまして、黒ポツ、パソコン等使用料４５万１，９２０円でございます。農政系の積算システム、設

計積算システムの技術料と保守料でございます。 

 次の黒ポツ、重機借上料１４１万４，８００円でございます。用排水路などにおける堆積土砂の撤去や暗渠部

の詰まり等の除去作業を８件行ってございます。 

 次の黒ポツ、農業農村基盤整備工事３，０１０万９，３２０円でございます。地元要望に基づきまして、農道

や水路などの改修工事を行ったものでございます。補助事業でやったのが３カ所、市単が１４カ所、計１７カ所

について、工事を行ってございます。 

 １つ飛ばしまして、黒ポツ、現物支給用資材１５２万５，７５９円でございます。これも地元要望による材部

支給でございます。区長さんからの要望に基づいて、農道の砕石、また水路のふた、塩ビ管など、１８件支給し

ております。 

 続きまして、１７６、１７７ページをお願いいたします。一番上の黒ポツ、土地改良区等補助金３０万円でご

ざいます。土地改良事業や土地改良施設維持等に関係する３団体の運営に補助しているものでございます。 

 その下の黒ポツ、多面的機能支払交付金事業補助金８，７０３万１，１３６円でございます。地域の農地・農

村環境の維持・保全と質的向上を図る共同活動を支援する事業で、平成２６年に日本型直接支払制度の１つとし

て法制化されております。国５０％、県・市各２５％を負担するものでございます。対象組織は北小野２地区、

また各改良区を母体とする組織が６地区で、市内８地区となっております。 

 １つ飛ばしまして黒ポツ、土地改良事業地元負担金等軽減補助金４，９０１万１，０４１円でございます。農

林漁業資金償還助成、昭和６１年から平成２５年までの借入金４６件分の償還金となってございます。 

 その下の白丸、減渇水対策施設維持管理事業２，０９０万５，２１９円でございます。旧国鉄の減渇水対策施

設２５施設、送水機場で２カ所、揚水機場で４カ所、中継機場２カ所、ため池１７カ所の稼働及び維持管理、及

び修繕に要する経費となっております。 

 ２つ目の黒ポツ、電力使用料１，０３４万９，１９９円でございます。今申し上げた８カ所の機場の電力使用

料でございます。 

 次の黒ポツ、営繕修繕料３４０万６，３２０円でございます。塩尻水系の送水管部の漏水補修や揚水機場の制

御盤の修繕、交換、または修理等を９件行ってございます。 

 次の黒ポツ、送水管理委託料３３３万５，４８８円でございます。８機場の関係地区１１５ヘクタールへの送

水と送水量調整、及び日常点検運転管理、深井戸水位測定、異常時の連絡対応、機場前の草刈り等を委託してい

るものでございます。 
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 次の黒ポツ、保守業務委託料、４１万１，４８０円でございます。高圧受電施設４カ所ありまして、中部電気

保安協会へ委託しているものでございます。 

 次の黒ポツ、水利調整委託料３３４万６，０００円でございます。ため池の水利等の水利調整等の管理を北小

野地区水利組合協議会と塩尻東土地改良区に委託しているものでございます。 

 その下の白丸、ため池耐震化事業２，３２０万２，３２０円でございます。決算説明資料は８６ページの下段

にあります。一緒にお願いいたします。 

 その下の黒ポツ、設計委託料１，７５９万３，２００円でございます。片丘南内田の防災池の堤体の耐震の調

査解析業務、北熊井の町村大沢ため池の廃止事業計画の作成、ため池５カ所のハザードマップ、竜神、芦ノ田下、

原口、諏訪洞５つのハザードマップを作ってございます。その作成をそれぞれ委託したものでございます。 

 その下の黒ポツ、ため池整備工事８７万９，１２０円２カ所分となっております。沓沢湖の底石の撤去、みど

り湖に関しましては県の耐震化工事に合わせまして、以前つけてありました警報装置の撤去を行ったものでござ

います。 

 その下の黒ポツ、県営事業負担金４７３万円でございます。県営のみどり湖のため池耐震化工事の負担金３，

４００万の１１％の３７４万円、あと小坂田池の地質調査と実施設計の９００万の１１％で９９万の負担金とな

っております。 

 その下の白丸、国営県営農業農村基盤整備事業負担金事業１，３０９万８，０００円でございます。 

 その下の黒ポツ、国営造成施設管理体制整備促進事業負担金２０９万８，０００円は、東山水系の国営造成施

設等を管理する土地改良区の管理体制を整備・強化する事業の負担金でございます。 

 次の黒ポツ、県営農業農村事業負担金１，１００万円は、県事業として実施する中信平右岸土地改良区、洗馬

妙義地区、畑かん施設の更新及び基盤整備への事業推進計画策定業務の委託料の負担金でございます。 

 続いて、７目農村公園管理費をお願いいたします。農村公園管理諸経費４２１万７，９６９円でございます。

農村公園５カ所、場所としましては堂平、牧野、本山のキャンプ場、日出塩桜の丘公園、入田川の５カ所の施設

維持管理の諸経費となっております。 

 ４つ目の黒ポツ、営繕修繕料９４万６，０８０円でございますが、堂平公園のほうの導水管の補修、また本山

キャンプ場トイレの給水管の補修、本山キャンプ場のトイレのパーティションの修繕等３件を行ってございます。 

 １つ飛ばしまして黒ポツ、農村公園管理委託料２９１万５，７８８円でございます。日出塩桜の丘公園の日常

管理をシルバー人材センター、桜等の剪定作業を９社に委託し、堂平公園の支障木の伐採の委託、その他農村公

園４カ所の管理を地元区に委託しているものでございます。 

 続きまして、その下の８目土地改良施設維持管理適正化事業費をお願いいたします。白丸、土地改良施設維持

管理適正化事業２０４万３，１４０円でございます。 

 ２つ目の黒ポツ、維持管理適正化事業負担金２０３万８，０００円でございます。維持管理適正化事業採択４

件分の負担金となっております。私からは以上でございます。 

○森林課長 続きまして、２項林業費１目林業総務費中、３つ目の白丸、林業被害対策事業諸経費になります。

決算書１７８，１７９ページをお願いいたします。 

 ３つ目の白丸、林業被害対策事業諸経費３，７２８万５，０００円余であります。これは、松くい虫被害対策
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を中心とした経費でありまして、決算説明資料８７ページ、工事請負費等明細書は６０ページになります。下か

ら３つ目の黒ポツ、森林づくり推進支援金事業委託料の松枯損木処理業務委託料１０６件、２，５２８万６，０

００円余であります。松くい虫被害防止の基本対策であります、枯損木の早期発見、早期駆除に努め、平成３０

年度は主に片丘・広丘地区で実施したものであります。その下の松くい虫侵入防止緩衝帯整備委託料２件９８８

万２，０００円であります。面的な被害拡大防止を図るため、過去の被害状況から侵入経路を特定しまして、ア

カマツを皆伐し、樹種転換を図る整備を実施したものでありまして、片丘地区の小丸山工区１．３５ヘクタール、

広丘、洗馬地区の奈良井川左岸段丘林１．４５ヘクタールの整備を実施したものであります。 

次に、その下の白丸、林業総務事務諸経費８６万１，０００円余であります。一番下の黒ポツになりますが、

みどりの少年団育成・活動補助金４４万９，０００円余であります。緑の募金を財源といたしまして、宗賀、洗

馬、北小野小学校３校の緑化活動等に支援したものであります。 

一番下の白丸、地域電力供給事業９５０万２，０００円余であります。決算説明資料は８８ページとなります。

農林水産省の農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業の補助を受けまして、再生可能エネルギーの

地産地消モデル構築に向けた小売電気事業の可能性について協議を行う、信州しおじり地域電力供給事業推進協

議会への負担金であります。本事業の１年目では、小売電気事業者による事業導入可能性調査の実施、また事業

体設立検討等を行いまして、２年目は事業性、調査結果を踏まえた小売電気事業の整備、地域活性化策の検討、

また地域関係者協議等を実施しました。その結果、一定規模の事業採算性が確保できる見込みとなったことから、

最終年度で平成２９年４月に設立しました塩尻市森林公社を小売電気事業者としまして、電力供給開始に向けた

各種手続き、関係機関との調整、運用マニュアル作成等を実施したものであります。電力は地域太陽光発電、ま

た、日本卸電力取引所から調達をしまして、森林公社が事業を展開する場合、専門性が必要となる受注管理業務

を外部委託しまして、販売管理費を最小限に抑えることにより、事業開始２年目には一定の収入が見込まれる試

算となり、本年３月から電力供給を開始したところであります。 

 続きまして、２目治山林道費であります。１つ目の白丸、治山林道事業２，３９２万１，０００円余でありま

す。決算書につきましては、１８０，１８１ページをお願いいたします。決算説明資料は８８ページになります。

本事業は、地元要望に基づく林道・作業道の維持・補修や、山地災害防止のための治山工事、林業の基盤強化を

図るための主要林道の改良を進め、地域林業の生産活動維持と、林業振興を図るものであります。一番上の黒ポ

ツ、設計委託料１５１万２，０００円であります。これは主要林道であります、林道片丘南部線の改良工事にか

かわる測量・設計委託料であります。上から３つ目の黒ポツ、測量調査委託料１１８万８，０００円であります。

林野庁におきまして、平成２８年３月策定の林道施設長寿化マニュアル及び平成３０年３月策定の林道定期点検

マニュアルに基づきまして、市内の１２の林道橋の点検を実施したものであります。この業務委託によりまして、

塩尻市林道施設長寿命化計画による個別施設計画を策定したところであります。下から４つ目の黒ポツ、市単治

山工事６カ所、６９１万７，０００円余であります。工事請負費等明細書は、７ページ、８ページとなります。

これは地元要望に基づく林道改良や治山工事であります。下から３つ目の黒ポツ、林道改良工事８７４万８，０

００円であります。こちらの主要林道であります片丘南部線の開設工事でありまして、幅員３．５メートル、延

長３０３メートルを改良・整備したものであります。 

 その下の白丸、治山林道事業（繰越）であります。林道改良工事１，４４７万２，０００円でありますが、当
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年の補助決定の遅れに伴いまして、発注時期がずれ込んだということで、繰り越しをして実施したものでありま

す。 

 続きまして、３目造林費であります。１つ目の白丸、森林再生林業振興事業５，９５６万６，０００円余であ

ります。決算説明資料につきましては８９ページ。また、工事請負等明細書は６０ページとなります。上から６

つ目の黒ポツ、市有林施業委託料であります。内、その２の委託料は、桟敷四沢高ボッチ下の市有林５．５ヘク

タールにおきまして、森林経営計画に基づく搬出間伐作業道開設を実施したものであります。下から２つ目の黒

ポツ、森林整備補助金４，２７３万８，０００円余であります。民間事業体が実施します森林整備に対しまして、

国や県の補助事業へのかさ上げを補助を実施したものであります。 

 その下の白丸、森林活用推進事業５，６６１万７，０００円余であります。上から３つ目の黒ポツ、森林活用

推進負担金５，５６７万２，０００円余であります。内、５，３９８万１，０００円余は塩尻市森林公社への負

担金でありまして、その内訳としましては、総務事業費が２，９００万。主に人件費であります。また、森林活

用推進事業としまして、１，８２６万４，０００円余。これは、森林集約化、提携額策定に伴う森林調査、また

は境界の確認、測量機器や林内作業車等の購入に係るものであります。また、山のお宝ステーション事業は６７

１万７，０００円余でありまして、原木の仕入れ費やまき製造にかかわる作業員賃金であります。またその下の、

塩尻市商工会議所負担金１６９万円余でありますが、これはウッドスタート事業にかかわるものでありまして、

木製玩具やウッドスタートガイドブックの購入費であります。 

 一番下の白丸、木質バイオマス活用促進事業７１３万３，０００円余であります。一番下の黒ポツになります、

木質バイオマス利用設備費等補助金７０９万５，０００円であります。これは木質バイオマスの需要拡大と身近

な森林資源の有効活用を図るため、まきストーブやペレットストーブ等の購入費の一部を補助するものでありま

す。 

 農林水産業費の説明は以上となります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 

○委員長 それでは、ここで休憩を１０分間入れたいと思います。２５分、よろしくお願いします。 

午前１１時１４分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時２５分 再開 

○委員長 休憩を解いて再開をいたします。農林水産事業費に関して、質疑許します。 

○古畑秀夫委員 １７３ページ、共同機械購入で４件あったと書いてあったかどこかに。だけどこれは希望者全

員になったのか、今も共同機械購入の場合は５人以上ということは変わりないということですかね。 

○農政課長 希望者一応４人全員でございます。 

○古畑秀夫委員 それから、続いて言っていいですか。 

○委員長 どうぞ。 

○古畑秀夫委員 ちょっと飛んじゃって済みません。１８１ページの山のお宝ステーションの関係の、決算説明

資料のほうの８９ページのところに洗馬地区約２２０ヘクタールの森林の境界、経営計画作成の基礎調査を行っ

たということですが、今年度本山のほうやるようなことのようでしたけれど、当初は洗馬地区の和手山と言えば

場所、これ来年度実施していくということでよろしいわけでしょうか。 
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○森林課長 この洗馬地区２２０ヘクタールというのは、具体的には本洗馬林野上手山付近の山であります。昨

年基礎調査を実施をしまして、具体的に森林公社がその後、経営計画策定までを実施して、県に補助金等の申請

を上げながら施業をしていくというものであります。以上です。 

○古畑秀夫委員 来年実施していくということ、実施はいつごろになりますか。 

○森林課長 本年県のほうに補助金の調書というものを上げまして、来年交付ができるような事前の調書を上げ

ておりますので、その補助金等がつけば、来年実施と、施行開始ということになります。以上です。 

○古畑秀夫委員 はい。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○中村努委員 今本会議でもやりましたけれど、Ｆパワーの関係になるんですが、本会議ではよく答えが出なか

ったんですが、まず端的に聞きますけれども、ソヤノウッドパークと森林公社は契約を結ぶのか結ばないのか、

今稼働時の契約は無理だというような答弁だったと思うんですが、それはどういうふうに考えているのか。そし

て、その契約するための条件というのは一番大きな問題はどういうところがあるのか説明してください。 

○森林課長 本会議の答弁でもさせてもらったかと思うんですが、いずれにしても発電規模が売電する規模が１，

２００キロワットというところで、年間の電力量というのが９，５００万キロワットアワーというものになりま

す。要するに規模が規模でありますので、それをどこへ供給するかというような需給バランス、マッチングを専

門家含めて設定していかないと厳しい状況にあるんではないかなというふうに考えています。いずれにしても来

年１０月が発電所の本稼働ということになりますので、それまでに発電事業者、または専門コンサルタントを含

めて事業の可能性等も含めて検討をしてまいりたいというふうに思っています。 

○中村努委員 端的にお聞きしたいんですけれど、要するに契約するのかしないのか、契約を目指しているけれ

ども今のところ困難で、こういうことがネックになっていてなかなか前へ進んで行かないんだということをわか

りやすく説明してください。 

○産業振興事業部長（農政・森林担当） 本会議でも申しましたが、特定卸供給契約、この方法がありますので、

この契約の締結を目指しております。そのためにソヤノウッドパワーにも内々に話はかけておりますし、また株

主である九電みらいエナジー、この上層部にも下交渉しているわけであります。その中で投げかけられた課題と

いうのが本会議でも御説明を申し上げました、まずは経営体の経営基盤の強化と持続可能性、森林公社、これが

１点と、今森林課長が申しました電力の需給バランス、全量買い取りであって、市内に供給するのは一部ですか

ら、残りの分をどこに電力を買い取ってもらうか、この２つが明確になった時点で改めて交渉のテーブルに着い

て正式に交渉していくと、こういったことでありますので、電力の特定卸契約についてはそれを目指していると

いうことでお願いいたします。 

○中村努委員 そうすると、いずれにしても一旦はソヤノウッドパワーから発電されたものを全部森林公社が買

って、森林公社がいろんなところの需要先を見つけて、余った分は市場で引き取ってもらうと、こういうことで

いいわけですか。 

○産業振興事業部長(農政・森林担当) 現実的には買い取った電力の８割９割というものが、どこかの新たな需

要化を見つけるか、新たな会社等に買い取っていただくといったことになりますので、一番現実的なものは新電

力会社に引き取っていただく、残りの分につきましては、公共施設、今３２施設供給をしておりますが、さらに
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ＪＡ等にも交渉をして、需要家も少しずつ開拓をしていくと、これが現実的な方法だと思います。 

○中村努委員 そういったところに、公共施設の中でふやしていくというんだったら話はわかるんですが、民間

のほうへ需要をふやしていくというと、今の中部電力の金額と森林公社からの金額と、森林公社のほうが安くな

ければ当然広がっていかないと思うんですが、そういうことは考えているんですか。 

○産業振興事業部長(農政・森林担当) 先進事例では、ミヤマや西粟倉村等が公が出資をする形で三セク的な会

社をつくりまして、そういったことでサービス価格で提供している事例はございますが、本市はそこまではいっ

ておりませんので、現時点では研究段階にとどめているということであります。 

○中村努委員 これ本会議でも言わせていただいたんですが、バイオマスの発電量と森林公社が計画している規

模というのが年間発電量で言うと１０倍あると、そうすると、相当広げないといけないし、９割方が地消とは関

係ないところへ出て行ってしまうとすると、地産地消という意味が言い切れるのかなという気がするのですが、

大体割合として森林公社が買い取って地消する割合というのはどれくらいまで目指しているわけですか。 

○産業振興事業部長(農政・森林担当) その需給計画まではまだはっきりしたものはございません。当面は余剰

分を今コンサルタントに入っていただいている関連会社が新電力会社を運営していますので、そこでの引き取り

が現実的であろうかなと考えているところでありますが、その量を調整弁にして今後どういう民間のどういう動

きがあるですとか、また運営主体が森林公社は当面継続をしますが、どういう運営主体がいいのかでありますと

か、長期的にしっかり考えていって地産地消というものをなるべくふやしていくようにしてまいりたいと考えて

おります。 

○中村努委員 まだ具体的な話にならないので想像がつかないので、またの機会にしますが、今度決算書のほう

に移らせていただきますが、１７９ページに木質バイオマス地域循環システム形成事業の中に、信州しおじり木

質バイオマス推進協議会という組織が出てきます。その下の地域電力供給事業に地域電力供給事業推進協議会と

いう組織が出てくると。それで、決算説明資料８８ページ、これ見ますとこの２つの予算が載っていて、その相

手先が信州しおじり地域電力供給事業推進協議会になっている。３つ名前が出てくるんですが、これそれぞれど

ういうことなのか教えてください。 

○森林課長 まず信州しおじり地域電力供給事業推進協議会というものがありますが、これはいわゆる農山漁村

再生化のエネルギー地産地消型支援構想事業というものを受けるに当たりまして、これは農林水産省の事業であ

りますが、平成２８年６月に設立したものであります。その基本計画で農山漁村再生化エネルギー法に基づく協

定を策定し、地域活性化に資する再生化エネルギーの地産地消の取り組みを目的としているものが信州しおじり

地域電力供給事業推進協議会というものになります。済みません、再度確認をさせてもらっていいですか。 

○産業振興事業部長(農政・森林担当) その上の信州しおじり木質バイオマス推進協議会につきましては、地方

創生の推進事業で森林整備とそれに向かって広域連携というものが求められまして、計画を出したわけなんです

が、本市と朝日村、筑北村で広域に森林整備をしたという内容でありまして、本市につきましては森林の集約化

でありますとか、木質プレートの検討をしてまいりましたが、そういった地産地消を進めている。朝日村が製材

所を誘致したいというようなことで可能性調査をしておりますし、筑北村はマツ枯れの材を社会福祉協議会と連

携をして、それをチップ化できないかというようなことで広域に取り組んでいます。この広域の取り組みを検証

するための会議が信州しおじり木質バイオマス推進協議会であります。 
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決算説明資料の８８ページにありました信州しおじり地域電力供給事業推進協議会につきましては、これは信

州しおじりをわかりやくすくつけたということでありまして、地域電力供給事業の地域電力供給事業推進協議会

と同一でございます。わかりづらくて大変申しわけございません。以上です。 

○中村努委員 そうすると、説明資料で６３万９，０００円と９５０万２，０００円と同じくくりの中で書かれ

ているんで、表記がおかしいんではないかと思いますが、３回の協議会が開催されと書いてあるんですが、これ

は地域電力供給事業推進協議会が３回開催されたということですか。 

○森林課長 そのとおりであります。 

○中村努委員 ３回の協議会に合わせて１，０００万円近いお金が支払われたというふうに見えるんですが、も

うちょっと違う内容を説明してほしいんですけれど。 

○森林課長 先ほどの電力供給開始に向けまして、事業の１０分の１０の補助を受けて実施した事業であります。

事業の採算性というか最終段階で小売り電気事業の準備段階というところで、そういった部分も含めて協議会を

開催したというところであります。 

○中村努委員 この協議会の報告書を見させていただくと、当初の説明どおりバイオマス発電所と森林公社が契

約をして、それを地産地消として市内で供給するというようになっていますけれども、協議会としてはこれで終

わりなのか、卒エネに向けて研究深めていくのか、その辺はいかがですか。 

○森林課長 協議会としましてはもうここで、電気事業が開始されましたので、この事業につきましてもここで

終わりということになります。 

 先ほどの負担金でありますが、この事業に入りましたコンサルティング業者への主人件費という形になってお

ります。説明不足で申しわけありません。 

○中村努委員 この協議会の結論としては、要するに森林公社とソヤノウッドパークが契約をすることが前提に

なってできあがっているわけですよね。でも、その協議は終わったと、だけど、その先はまだ不透明な部分があ

るという実態だと思うんですよね。その辺は一つわからないという点です。もし何かコメントがあれば教えてい

ただきたいのと、あと、平成３０年度の森林公社の決算収支、前年度からの繰り越し含めて約５，２００万円の

黒字になっています。予算額と比較しても随分違うし、この中身を見ますと、未収入金だったり未払い金だった

りしたものの差額でこの５，２００万円というのが出てきていると思うんですが、いわゆる私たちが一般会計で

言うところのそういったものを除いた実質収支というのは、平成３０年度はどのくらいなんですか。 

○産業振興事業部長(農政・森林担当) 冒頭の協会の方向性等について御説明申し上げますが、農水省の補助事

業でありますので、地域電力、農林関係に還元をしていくというのが一義的な目的でありまして、公共施設とＪ

Ａ施設に入っていただいて、当面スモールスタートでいこうということであります。その中で、やはり基本はし

っかりと特定卸契約を結んで地産地消を促していこうという段階で、一旦ここで閉じたわけでありますが、エネ

ルギーのコンサルタント会社が引き続き森林公社の毎月の電力需給を予測等でかかわっておりますので、その業

者とはつないでおります。特定卸契約につきましてもアドバイスをいただいておりますし、今後も協力を願って

いくと、そういったことで契約を目指していきたいと思います。私からは以上です。 

○森林課長 森林公社の収支につきましては、一部電気事業をスタートするに当たりましての運転資金３，００

０万円の借り入れが中に入っているということと、それから昨年度の事業の中に、負担金とは関係ないんですが、
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農林中央金庫の森力事業というものを実施をしました。これは松本広域森林組合から委託を受けましてやったも

のであります。これは主直営というか、中の人間で対応したものでありますので、その分が収入として上がって

きていると。それから、あとはまきの販売であったりとか、森林教育部門で森林塾だとか、そういったものをや

った受講料というようなものが組み込まれております。 

○中村努委員 要は実質収支がどのくらいかということをお聞きしたんで、恐らくこの５，２００万円の中には

国からの補助金だとか、そういうものがまだ入ってきていなので、一応収入にカウントするとそういうふうにな

ると思うんですが、いわゆるそういうものを除いた実質はどうでしょうか。 

○森林課長 正直申し上げまして、今現在実質の収入という部分では、まきの販売であったりとか、先ほど言っ

た機械貸し出しの手数料、または受講料という部分になります。 

○中村努委員 要は実質収支がどのくらいになるのか、どのくらいの黒字なのか、赤字なのか、その辺聞きたい

です。 

○森林課長 済みません、内容を理解していなくて申しわけありませんが、実質の収支は私今確認できていない

ので、後ほどまた答弁させてもらってもよろしいでしょうか。 

○委員長 後ほど資料を持って。よろしいですか。 

○中村努委員 最後にしますけれど、決算で１８１ページに森林公社の負担金というのが５，３００万円載って

いて、大体決算の収支で言う５，２００万円というのとなから一致しているもので不思議だなと思って見たんで

すが、実質収支に対して、この負担金ということの額というのが、人件費だという先ほど説明でしたけれども、

どうなのかなということもあわせてまた後でお聞かせください。 

○委員長 では、よろしいですか。資料を確認の上、後ほど説明をお願いをいたします。ほかに。 

○牧野直樹委員 今説明を聞いて、協議会負担金の９５０万円はコンサルタントの委託料というような説明があ

ったんだけれど、そのコンサルタントの委託料がどこの先でどこというのはこっちの請負書のほうに書かれてい

なんだけど、どこへ出したんでしょうか。 

○産業振興事業部長(農政・森林担当) 一旦協議会の会計に入りますので、市の決算書には委託先の明記はござ

いませんが、成果としましては、３年間の事業報告書をとりまとめていただいたというのと、それから森林公社

の小売り電気事業の認可とスタート、これは目に見える成果であります。九百数十万人件費、これは高いという

感じがいたしますが、実は公共施設一つ一つの施設の需給バランスの電力事業のカーブというものを全部やって

いただいて、どうやってどういう形で供給して、それをどこから仕入れてくるのがいいかということで、全て収

支計算を行っていただいたわけでございます。ＪＡも含めまして３２施設を厳選して、３月からスタートしてい

るというようなことで、現在夏場までは順調に収益を上げています。この先どうなるかわかりませんが、そうい

った需給バランスをとっていただいているというようなことで、決算書には明記はされませんが、そういった活

動内容であります。 

○牧野直樹委員 どこのコンサルタントですか。 

○産業振興事業部長(農政・森林担当) 株式会社エルデザインです。 

○委員長 よろしいですか。 

○牧野直樹委員 どこにあるんですか。 
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○産業振興事業部長 本社東京都港区と記憶しております。 

○委員長 よろしいですか。 

○牧野直樹委員 先ほど中村委員がいろいろたくさんの質問をして、まだまだいっぱい森林公社には質問したい

ことがあるので、時間がないので午後やろうと思うんだけれど、その前に塩尻振興地域整備計画見直しという農

業総務費２款の中で、農業振興地域整備計画作成委託料２８８万６，０００円という、これは先ほど説明があっ

たんですけれど、整備計画の見直しの内容がよくわからない、聞き漏らしたか細かい説明をしてもらわなかった

かわからないんだけど、どういう計画の見直し、もう一度説明してもらえますか。 

○委員長 １６９ページ下ですね。一番下の黒ポツの内容ということ。 

○農政課長 塩尻市農業振興地域整備計画書というのは基本的に５年ごと見直すということでやっておりまし

て、基本的には５年ごと見直すというのが、人口、農産業、経済動向なんかが変わってくるので、そういった形

の中で土地利用の動向や農業生産の現状と今後の方向、また農業生産基盤の現状、用地の保全等、利用の現状等

を見ながら農振地域の関係を見直していくという形になりまして、基本的に平成３０年度は抽出アンケートをこ

の農業者のほうに出しまして、そのアンケートで意向とかを確認している。今もともと農業振興計画というのが

ございますけれども、それをまたどういうふうに見直していくかということで業者に委託をして、ＳＣＯＰなん

ですけれども、そこへ委託してやっているという形になります。 

○牧野直樹委員 これは成果表はできているんだよね。 

○農政課長 一応ことしも１５０万円ほど予算をかけて委託をしまして、ことし完成する予定になっております。 

○委員長 よろしいですか。 

○牧野直樹委員 例えば都市計画課のほうで、地域整備計画というか土地利用のやつを現在いろいろやっている

と思います。都市計画法と農地法の新法と言ったら、農地法のほうが上位法なので、そこらの調整もしてもらっ

て、これから地区計画というか。今、調整区域の中のお住みの農家の衆だとかいうのはうんと希望を持っている。

まだ開発が無理だったのが、ああいう計画をすると開発ができますよという、そうするとその周辺の農地という

のは、ほとんど塩尻市の場合農用地区域になっている。そこらの調整をしていかないと、あくまでこの見直しだ

けしても、では都市計画との絡みではどうかなという、そういう問題が出てくると思うので、ぜひ計画を見直す

その５年の策定の中の今がその時期だということなので、ぜひそこらの調整もしていただいて、今後塩尻市にお

いてどのような土地利用がいいかなということまで突っ込んでもらったような見直しをしてもらいたいという、

一応希望をお伝えしますのでよろしくお願いします。 

○委員長 よろしいですか。何か答弁ありましたら。いいですか。では、要望ということでくくらせていただき

ます。ほかに。 

○古畑秀夫委員 １７９ページ、松くいの関係ですけれど、かなり広がってきて、また今年度も９月補正で補正

予算組まざるを得ないほど広がってきているんですが、この緩衝帯整備のは片丘と奈良井川左岸のところをやる

ということで、これは順調に当初計画どおり終わって、今年度もかなり奈良井川左岸はやるということですが、

予定どおり進んでいくということでいいですかね。 

○森林課長 奈良井川左岸につきましては予定どおり進んでおりまして、一つのめどであります真正寺のところ

まで今年度中に実施をする予定であります。 



21 

 

○古畑秀夫委員 この間も電話でお願いしたんですが、ちょこんと松くいで枯れているような場所あったんです

が、そういうのも早めに対応してもらって、これ以上拡大していかないような対応をぜひお願いしたいと思いま

す。 

○委員長 要望でよろしいですか。 

○古畑秀夫委員 はい。 

○委員長 ほかに。 

○副委員長 今の松くい虫の関係で、塩尻はそういう対策を一生懸命講じている、これは事実として理解できま

すけれども、松本市との協議がどういうふうになっているか。松本市の地域はちっとも、その辺をきちっと塩尻

市と松本市ときちっと話をしてやはり両者がやっていかないと、向こうから飛んでくればどうもならない。今ど

んな状況か、わかっている範囲でお答えをいただきたい。 

○森林課長 特に赤木山付近がかなり影響が広くて、昨年からもずっと松本市の担当者には強く要望を出してい

るところであります。またこれ松本地域振興局の林務課、県のほうも通じましてそういう働きかけを今やってい

るところであります。 

○副委員長 協議をしているということですけれど、向こう側の返事はどんな返事ですか。 

○森林課長 ほかの地域の松本市内の激甚地というか深刻な場所があって、なかなかこちらまで駆除なり処理が

できないというようなことは言っておりますので、その辺も含めまして、もう少し強く働きかけをしていきたい

というふうに思っております。そこから約半径２．５キロのところについて、今積極的にうちのほうも緩衝帯整

備を入れているというような状況であります。 

○副委員長 赤木山というお話がありましたけれども、奈良井川の左岸の今村のあの辺が非常に広いんです。あ

そこから奈良井川越えてくると、もう広丘のほう相当入ってきていますけれども。ですから赤木山だけではなく

て、奈良井川左岸も緩衝帯をつくろうとしているわけですから、塩尻市だけやってもやはり面積的な効果が出て

こないと思います。その辺しっかりと対応をお願いしたいと思います。要望でお願いします。 

○委員長 要望でよろしいですか。ほかに。 

○中村努委員 ちょっと今のことに関連するんですが、先日長野県の森林・林業・林産業議員連盟の年に１回の

研修会が安曇野市で開催されまして、いろいろ講演とかもあったんですが、その会議の中でいわゆる信州Ｆパワ

ープロジェクトという言葉が一つも出てこなかったんですね、県主催なんだけど。事例発表というようなことで

安曇野のほうから話があったんですが、松くい虫被害材の処理について、それぞれ現地に焼却場をこれから設置

していきたいみたいな、そういうような話がありました。うちのほうでは、現地でチップ化してＦパワープロジ

ェクトの燃料にしたいというような話もあったんですが、全然話がちぐはぐで、もうちょっと松本広域全体でこ

の松くい虫被害の防止だとか、それからその後の処理のことだとか、そういうのをきちんとしていかないとみん

なそれぞれでてんでばらばらなことをやっているような印象があります。Ｆパワープロジェクトをやっている塩

尻市として、やはりそういった広域的な市町村のリーダー役になってほしいというふうに思いますけれども、そ

の辺いかがでしょう。 

○森林課長 松本地域に松くい防除の独自基準というものがありまして、その中で被害材の移動の規制だとか、

または施業指針等が定められているものがあります。具体的に被害材の活用というものにつきましては、その移
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動規制の中ではチップにすれば持ち込みができるというような話もありますので、そうすると、ではチップはど

うするんだとかという話もこれから発展をしてくると思うんですが、いずれにしても県を通じて、また供給先が

民間というのもありますので、その辺も含めて、被害材の活用について積極的に考えていきたいというふうに思

います。塩尻市も今後公社において、その辺の被害材も含めた林地残材の活用についても、チッパー購入を含め

て検討していきたいと考えています。 

○中村努委員 塩尻市の意見はわかったんですが、周辺の市町村が全く理解していないんじゃないかなという印

象を持っているんです。ですから、どういう組織がいいかわかりませんけれど、やはりみんなで松くい虫はどこ

かで市境があるわけではないので、全体としての対策というのを枠組みをしっかりとつくってほしいというふう

に思います。これ副市長いかがですか、その辺。 

○副市長 おっしゃるとおり山は続いていますので、特に中信平はアカマツの樹勢が大変多いところですし、被

害も多いということです。ただそれを蓄燃料にするかどうかというのは、地元でチップにしろ何にしろ、地元で

松くいの被害材を処分するということになればただです。こっちは買うわけですよ、トン幾らで。ただ持ってこ

いというわけではないものですから。そのことがよくまだ理解されていない。森林組合は理解していますけれど

も、ほかの林業事業者たちはそれは理解していない。多分、トン幾らで蓄材を買うという市場価格が、こちらが

提示できれば、それは持ち込まれる。 

ただ、持ち込まれる場合には、チップ化して持ってこなくてはいけない。今課長言うとおり、現地でチップ化

をして持ってこないと、材そのものは移動制限かかっていますので、それはチップ化して持ってこないといけな

い。では、そのチップの投資を誰がするのか、こういうことがきちんと理解をされていない。例えば安曇野から

の要望事項でも、県がチッパーを買って各林業事業者に貸与してくれという要求は出ているんですが、まだ県の

段階ではそれがなかなか徹底をしていけない。ですから、どうしても伐倒をしたやつを地元で処理しなくてはい

けないというような、まだ林業事業者がそういう頭があるものですから、これはソヤノウッドパワーが、きちん

とマツの被害材は幾らで買いますよというようなことの市場価格を提示して、市場性に任せていかないと、それ

はなかなか取引が成立しないだろうと。 

もう少し時間がかかると思いますけれども、いずれにせよそれがきちっと提示されれば、燃料材としては、こ

ちらは欲しいわけですから、しかも向こうは困っちゃっているわけですから、自分のところで処理すればただで

すから、損するわけです。それがきちんとわかってくれば、市場で売り手と買い手のバランスがとれてくるとい

うふうなことで、行政指導でいくらあっちへやってくれ、こっちへやってくれと言っても、これはなかなか動か

ないものですから、それを待つしかしょうがいないだろう。それは林地残材でも同じことです。わざわざ林地か

ら引き出してきてチップにして、それを燃料として供給をしていく。そのものが、引き出してきたものがコスト

に合うかどうかという問題ですから、それは市場が判断をしていくだろうというふうに思っていますし、私ども

の見方ではそういう形で、今現実にチップ材が、市場がなかなか供給が、需要のほうが多いというふうに言われ

ているんです。少し時間はかかりますけれども、そんな形にはなるかというふうに思っております。 

○中村努委員 わかります。現実に松くい虫の被害材というのはどんどん出てきておりますから、早急にやって

いかないといけない問題だと思います。残念ながら、民間のほうのそういった市場の中でやっていくべきことか

と思うんですが、各自治体の首長がそのことを恐らくほとんど理解されていないんではないかなという印象を受
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けるので、これは小口市長に今、副連合長としてしっかりＰＲもしていただいて、そういった方向ができるよう

に意識づけだけでもぜひしていただきたいなと思いますので、要望とさせていただきます。 

○委員長 時間が昼の時間にかかっております。午後も農林水産業費について、まだこれで終結したという印象

がありませんので、今の件で質問継続はあれば引き続きやるということで、１３時１０分開会ということで、一

旦ここで昼食休憩をとらせていただきます。 

午後０時０７分 休憩 

―――――――――― 

午後１時１０分 再開 

○委員長 皆さん、おそろいでよろしいですか。それでは、休憩を解いて、午前中に引き続き審査を再開をいた

します。 

それでは、農林水産業費に関して質疑を続行いたしたいと思います。 

○森林課長 先ほど中村委員からの御質問であります森林公社の実質の収支であります。これは３月末時点で未

収未払いを除いた収支でありますが、約１５７万円ということになります。 

○委員長 １５７万円の黒字と、実質収支が。 

○森林課長 プラスですね。 

○委員長 プラスということで、中村委員、よろしいですか。 

○中村努委員 わかりました。その黒字を捻出するために５，３００万円の人件費相当の負担金を出していると、

こういうことだろうと思いますが。この森林公社の電力調達の関係になりますが、どことどこがどのくらいかわ

かりますか。 

○森林課長 今地域の太陽光発電所、それから日本卸電力取引所となっておりまして、地域太陽光発電は約７％

から８％と聞いております。 

○中村努委員 そうすると、市場から９０％くらい買っているんですよね。やはりもうけが出るには、電気安く

買って高く売らなければいけないと思うんですが、市場から買うとそういうことはそんなにできないと思うんで

すが、その辺もうかる仕組みというのはあるんですか。 

○森林課長 供給先の電力契約単価というのは固定でありまして、調達する側の単価というものは常に変動をし

ているというところであります。市場単価ということになりますので、変動があります。ですので、状況により

けりですけれど、売買価格より安く仕入れることができれば収入につながるということ、そういった原理になり

ます。 

○中村努委員 そこで１５７万円の黒字になったというんですけれど、大体９割方が市場からの調達ということ

になると、なぜ森林公社を通さないといけないのか、直接結んでも９割方そちらから調達するわけですから、そ

ういうふうに思うんですが、その辺はどういう仕組みになっているんですか。 

○森林課長 この需給管理をしている業者が、エフィシエントという業者が入っております。そこで毎日毎日の

電力の需給バランスの予測を立てて、それで単価決定をしていくわけですけれども、そういったことから太陽光

の用量というものはそれ以上ふえたりはしないと思うんですが、いずれにしても地域の循環をしていくというと

ころでやっていくわけでありますが、今後小水力の関係も含めて、いろいろと地域電力の循環というものを仕組
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みとしてやっていきたいというふうに思います。 

○中村努委員 ちょっと意味がわからないんですが、市場から電力を調達して、市の公共施設が森林公社から買

ってくるわけですよね。そうすると、森林公社を通さなければいけない理由が私にはよくわからないんですよ。

市場の電力と、中部電力ですけれども、そこと行政が直接契約しても森林公社通しても同じではないんですか。 

○副市長 まず新電力の仕組み、どこからその利益が出てくるかというところの仕組みからお話ししますと、い

わゆる新電力と言われる電力会社は市場から調達しているわけです。別にグリーンエネルギーを買っているわけ

ではないですね、もちろん自分で発電するやつもありますけれど。どこが何がもうけるかというと、中部電力は

自分で電気つくって自分の送電線で自分で送っていますよね。新電力というのは、市場から電力を買ってきて、

自分の電線ではなくて中部電力や東京電力の電線を借りて使用料を払って、それで電力流すわけですよね。中部

電力の利益、いわゆる事業費、売り買いの利益というのは、中部電力は確保できているわけです。新電力も中部

電力と同じように、利益幅は薄いんですけれども、当然電力の利益は確保できますよね。新電力というのは、そ

ういういわゆる電力会社が今まで独占していた利益を、電力会社ではない人たちが、いわゆる新電力と言われる

人たちがその電力の利益を享受できるという仕組みなんですね。 

基本的には中部電力の利益を、じゃあ、塩尻の電力会社何がもうかっているかと言うと、中部電力から買って

いると中部電力の利益を乗っけてやらなければいけないということですから、その利益分だけ実は森林公社の利

益があると、中部電力はもうけるだけ利益があると、こういうふうに考えてください。中部電力が損しているわ

けではないわけですから、それが利益の源泉です。 

したがって、安い電力を買って高く売るということはもちろん必要ですけれども、それだけではなくて、そも

そも電力の価格というのは、電力会社、新電力を含めて、電力会社の利益を確保した上での価格を設定している

わけですから、必ず利益が出るわけです。それは安定した電力をできるだけ多く持っていたほうが、その利益を

確保できる。確実に確保できるということは、担保できるわけですよね。 

ところが市場というのは、市場価格でＪ何とかＰＸから買ってくるやつは、毎日毎日市場価格が変わるわけで

すから、いつも変動しているわけです。それは、電気はためておくわけにはいかないから、その日つくった、買

ってきた電力をその日売っちゃわないといけないわけですよ。そういう電力事情があって、その需給バランスだ

けで運営しているのと、そうではなくてグリーン電力みたいに固定費で買っておいて、それは固定費というのは、

つまり利益を確保している固定費ですから、そこで利益を生み出している。ですからグリーン電力みたいに、固

定価格で買える電力を持っていれば持っているほど経営は安定していると、こういうことです。 

ところが、先ほど部長が需給バランス需給バランスと言っているのは、例えばソヤノから買いますよね。ソヤ

ノから９，５００万キロアワー買っても、売るところがなければ、それは今度は市場へ出すので、新電力に買っ

てもらわなくてはいけない。それだと余り利益幅が少ない。それでも利益幅は出るんですよ。出るんですけれど

も、大量に扱えば大量に扱うほど出るんですけれども、それはリスクも大きいわけですから、場合によったら。

もし電力の価格が下がったときに、それに対応できるかどうかというのは、固定費で買っているわけですから、

それはなかなかこれは難しい。 

そうすると、需要をしっかりつかまえておいて、供給のほうを仕入れていかないといけない。ところが全量買

い取りだものですから、その全量を消化できるだけの売り先をきちんと確保しておいて見つけていかないといけ
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ない。ここが一番難しいところで、塩尻市民の六千何百世帯に売ればいいんです。六千何百世帯から料金をいた

だいて、滞納の整理をして、そういう事務がいっぱいかかってしまうわけですから、それもなかなか難しいだろ

う。もしやれるんだったら、それは市場なり新電力へ売って、一定の利益が出たやつをお金として市民の皆さん

に還元できれば一番いい方法だ。電力に色はついていないわけですから、我々はそういうところをやはり戦略的

に考えている。だから、それが電力を地域で消費をしていくかわりに、電力をほかのところに売った利益を地域

に還元していく、こういうシステムが成立をしていくんだろう。 

今、両方それを追求しなければいけないのは、ソヤノが売ってくれるかどうかという問題です、これは。これ

は本当に中部電力が、俺たちは売ると計画しているんだから、あなたのところの塩尻市がやっている電力会社な

んかいつまで続くかわからないから、そんなの信用がなくて売れないよと言えばそれまで。ただ、いろんなおつ

きあいがありますから、それは売ってくださいねと言っています。今度買ったやつは売り先を見つけなければい

けない。ある一定の規模扱うと、一定の利益が出てきますから。 

もっと具体的に言うと、４月からこの７月くらいまでで、利益として３，０００万円ちょっとの利益が出てい

ます。現実に出ています。それは今、公共施設に供給するだけの電力を売り買いする中で、それだけの利益が出

ています。ただこれ春から夏にかけてですから、これが冬場にいったらどういうふうになるかというのが需給バ

ランスでわかりませんので、ある一定のリスクはヘッジしていくための資産、つまりお金の額、利益をためてお

かないといけない。１年間様子見ていて、これは安定してこのくらいなリスクヘッジでやれるねということがわ

かったら、議会で御答弁したように地域へ還元するというふうなことを、今度制度として考えていかないといけ

ない。 

申し上げましたとおり、電力量の取り扱いを大きくするほど、利益というか入ってくる手数料みたいなものは

大きくなるわけです。本当にそれがいいのか、そうではなくて、一定の規模でまあまあこのくらいでやめておけ、

というふうにするのがいいのか、その辺はこれから少し見きわめていかなければいけないということですから、

今の規模で、大体公共施設と、それからＪＡの施設、あるいは多少そのほかにも広げたとしても、今の規模で大

体計算をしていくと、そんなにもうかりもしないけれど損もしない。ただ、地域に還元する１，０００万円くら

いのものは、利益として出てくるというくらいの計算が成り立っているということです。それが今度は１０倍に

なるわけですから、１０倍になったときに、もうけも１０倍になるかもしれないけれども、リスクが発生したと

きの損失を埋め合わせる資産も抱いていないといけないということですから。 

これは市の規模とか、これは私の私見ですけれども、森林公社の規模でやれるのかどうなのか、そうじゃなく

てもう少し資本を増強をしながら、いわゆる新電力みたいなところと組みながら、市場もそうですから、市場と

いうのは売るところもそうですから組みながら、体制をもう少し大きくして、ガタを大きくしてリスクヘッジを

していくとかというところの検討を、近い将来やっていかないといけないというふうに思っております。 

○中村努委員 今言われようとしていることはよくわかりました。実際ソヤノウッドパークと森林組合が契約す

るめど、目標というのは今副市長のおっしゃったような条件整備のための期間を考えて、どのくらい私たちは見

ていればいいですか。 

○産業振興事業部長(農政・森林担当) 先ほども申しました２つの大きな条件で森林公社の経営基盤の強化、持

続可能性がどう担保されるかということは、決算をもって判断すべきことだと思いますので、まずはこの３月に
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始まっていますから、本年度の決算状況を見て、黒字が幾ら出ていたということになりましたら、これはテーブ

ルに上げるだけの材料がそろっているということになります。シミュレーションでは、確実に練るのは来年度と

いうことになっていますが、現在３，０００万円、夏場までは利益が上がっていますので、これをもってどうか

と言うのは、まず決算をもって一つ判断したいなということでありますし、あわせて余剰分の電力の売却方法も

テーブルに上げて検討していく。したがいまして、本年度の決算を見て交渉に移るのが一番早いパターンかなと

いうふうに想定はしております。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○議長 １点お願いします。１７３ページですが、上から２つ目の黒ポツで食料産業６次産業化交付金ですけれ

ども、これにつきましては、申請の基準というのはどんなことがあるのか、この金額は全部１社だけと考えれば

いいのか、その辺お願いします。 

○農政課長 基本的に１社だけでございます。基準というか、そういう６次化産業図ってやりたいという業者な

りいたときに、県の普及委員、そちらのほうと相談して、基本的にどういう事業をやって収支をとれるかといっ

た話をしながら、そういう事業計画を立てて、それで県の普及委員も認めて申請していいよという形になったら、

１０分の１０、一応国に申請して、そのまま市のほうを通ってそちらに行くという形になります。 

○議長 ドメーヌ・コーセイ１社ということで、これから開業のワイナリーですけれども、この６次産業化のこ

の交付金については、いつから始まっているものなのかお聞かせください。 

○農政課長 手元に資料がないので、調べてまた後ほど。 

○委員長 よろしいですか。 

○議長 これについてのＰＲとかはどのようにされていますか。 

○農政課長 一応県の普及員のほうがそういう話を受けるという形の中で、市のほうで特別ＰＲということはし

ません。市のほうにもそういう相談が来たら、また県のほうに一緒になって相談するとか、そういうような形に

なっています。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○古畑秀夫委員 今の関連ですけれど、ここのところ何社かワイナリー開業しているんですが、その会社はそう

いった交付金はもらっていないということですか。何で１社だけだったのか、ちょっと説明を。 

○農政課長 最近２社ほどワイナリーもドメーヌ・スリエとかやっているんですけれども、そういう事業計画を

立てて収支をとれますかとか、一応そういう検査が厳しいようです。そういうのを手続きなんかが、ある意味で

は受けなかった方たちは、面倒くさいという意味じゃないですけれど、そこまで必要ないよという方、自社の中

の運営でやっていけるという話です。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。よろしいでしょうか。もし何かあれば、また後ほど、きょうはするとして、

先へ進みたいと思います。 

 それでは、商工費からお願いします。説明をお願いいたします。 

○産業政策課長 それでは、１８２ページ、１８３ページをお開きください。あわせまして決算説明資料の９０

ページもごらんください。７款商工費１商工費１目商工総務費は系統的な経費でございますので、その下の２目

商工振興費から説明いたします。一番上の白丸、基幹産業強化支援事業は、決算額６，０９４万２，７８８円で
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ございます。その下の黒ポツ、塩尻インキュベーションプラザ指定管理料９３１万１，０００円は、平成２２年

度から塩尻市振興公社を指定管理者として管理・運営をしており、清掃、設備の保守点検、施設修繕、水道光熱

費など、施設の維持管理などの経費となっております。なお、本定例会に令和２年度からの指定管理者の指定に

ついて議案を上程をしております。その下の黒ポツ、地域産業創造事業委託料１，５２９万８，０００円は、塩

尻インキュベーションプラザを拠点としまして、市内企業の生産管理や改善に係る支援、企業間、産学官、異業

種間のさまざまな連携を促進するコーディネーター、スタッフの人件費、それやインキュベーション支援業務の

費用が主なものでございます。平成３０年度は企業訪問等を５６４件実施しまして、市内企業のニーズ等の把握

に努めました。また、ＳＩＰ入居企業とともにサーバーに負荷をかけないデータ転送など、新しい技術開発等の

研究も行っております。こちらの事業でございますが、国の地方創生推進交付金２分の１が財源となっておりま

す。その下の黒ポツ、まつもと広域工業まつり負担金８０万円は、７月に開催されましたまつもと広域ものづく

りフェアの負担金で、３日間で１万３，９５０人の来場者がございました。その下の黒ポツ、塩尻市振興公社運

営補助金２，９５０万円は、振興公社に派遣している市職員３名分の人件費及び法人の運営経費となっておりま

す。その下の黒ポツ、商工業振興対策事業負担金６０３万３，０００円余は、市内企業への補助事業としまして、

振興公社では創造的技術開発事業として研究開発１件、試験場利用促進２件の５２万円余り、また、塩尻商工会

議所では受発注支援事業として５３件の５４６万３，０００円余の補助事業を実施しており、それぞれ負担金と

して支出したものでございます。 

その下の白丸、中小企業融資あっせん事業は、決算額７億１，８３３万７，９５７円でございます。市内企業

の安定した経営を支援し、地域経済の向上と雇用の確保をするための制度融資の事業で、中小企業融資あっせん

保証料補給金１２７件、２，１４８万円余り、中小企業融資あっせん資金預託金６金融機関に対しまして６億９，

６８５万円余を行ったものであります。なお、融資実績額は対前年１２０％となっております。 

その下の白丸、工業団地維持管理事業は、決算額２４４万７，００９円でございます。５つ目の黒ポツ、公共

施設管理委託料１５６万円余は、市内４つの工業団地の環境整備及び維持管理を行い、適切な管理を図ったもの

でございます。 

その下の白丸、商工団体活動支援事業は、決算額１，２４８万円１３０円でございます。１つ目の黒ポツ、商

工会議所事業補助金１，０４２万６，１３０円は、商工会議所を中心としました市内商工団体の安定した運営を

支援することによりまして、市内事業者への継続的な支援体制を確立するものでございます。３つ下の黒ポツに

なります。推進プロジェクト負担金１６９万４，０００円は企業の人材育成、技術力向上を図るため、塩尻商工

会議所が実施する新人社員研修会、国家技能士検定、機械保全研修会、こども科学探検団事業への負担金６９万

４，０００円及び地域経済の活性化、市のＰＲを目的に松本山雅フットボールクラブと連携して実施しておりま

す松本山雅ドリームフェスティバル負担金１００万円となっております。 

おめくりをいただきまして１８４ページ、１８５ページをお開きください。一番上の白丸、企業立地促進事業

は、決算額４，３２３万６，４４８円でございます。上から４つ目の黒ポツ、用地取得費１，３０７万７，００

０円余は塩尻市土地開発公社が負担をしております産業団地今泉南テクノヒルズ内７社の用地費を事業用定期借

地期間に応じて分割して支払っているものでございます。その下の黒ポツ、工場等設置事業等補助金２，９１９

万３，０００円余は、工場等の新設、増設による建物、土地、償却資産の固定資産税相当額を１１件補助をした
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ものでございます。その下の黒ポツ、オフィス立地促進事業負担金８８万円余は、情報通信業等が市街化区域内

北小野、楢川地区内に新たにオフィスを開設した場合、上限４万円の賃借料の２分の１を３年間補助するもので、

平成３０年度は３件の補助を行っております。 

その下の白丸、商工業活性化事業は、決算額６９６万４，８９７円でございます。この事業は、商店街で実施

するにぎわい創出が図られる事業に対する支援でありまして、上から玄蕃まつり３００万円、広丘夏まつり１２

０万円、ハッピーハロウィーン１３０万円となっております。昨年の７月２８日に開催を予定していました玄蕃

まつりは台風の接近のより中止となりましたが、広丘夏まつりは８月１４日に開催し、また、ハッピーハロウィ

ーンは１０月２７日に開催し、いわゆる商店街の元気創出と活性化につながっております。その下の黒ポツ、企

画提案事業負担金１４６万４，０００円余は、広丘、楢川商店街の販促事業及び広丘青年商工会イルミネーショ

ン事業等に対する支援でございます。 

次の白丸、創業支援事業は、決算額９１万７，３１４円でございます。２つ目の黒ポツ、特定創業支援事業負

担金５０万円は、塩尻市創業支援計画に基づき、塩尻商工会議所では創業スクールを２回、また女性のための支

援団体ココノチカラでは、女性のためのスターターズサロンを１回開催いたしました。成果といたしまして、１

１人を支援して、そのうち２人が創業をしております。国の地方創生推進交付金２分の１がこの事業は財源とな

っております。その下の黒ポツ、クラウドファンディング支援事業負担金８万２，０００円余は、市内の中小企

業者及び創業者が地域活性化のためにクラウドファンディングを利用して、地域課題の解決及び地域資源を活用

した新たな製品、サービスの創造の促進を図るため資金調達を行ったもの２件に対しまして、当該資金の調達に

係る手数料の２分の１を補助したものです。こちらも国の地方創生推進交付金２分の１が財源となっております。 

その下の白丸、ワイン産業振興事業は、決算額４２３万５，５５２円でございます。決算説明資料９０ページ

の下段をごらんください。決算書戻りまして、下の黒ポツ、ワイナリー等設置事業補助金３３６万７，０００円

余は、市内におけるワイナリーの整備を促進することによりワイン産業の振興を図るため、ワイナリーの新築、

増築、または改築を行う者に対し、固定資産税相当額を３カ年度補助するものでございます。平成３０年度は、

平成２９年にオープンしました北小野のいにしぇの里葡萄酒、こちら第１年度ですので１００％。また、平成２

７年秋にオープンしましたサンサンワイナリー、こちらは第３年度でありますので６０％補助したものでござい

ます。その下の黒ポツ、海外展開支援事業負担金８６万８，０００円余は、塩尻ワイン組合等が海外展示会や国

際コンクール等に出展する際の費用に対し補助を行うもので、２０２０年開催の東京オリンピックを見据え、海

外での塩尻産ワインの認知度向上及びブランド化を図りまして、海外への輸出及び訪日外国人による購入の促進

を狙うものでございます。平成３０年度は、香港で開催しました国際食品展示会及び海外バイヤーも多く訪れま

す国内最大級の食品展示会であるＦＯＯＤＥＸに出展をしております。こちら県等とも連携をしまして、さらに

財源は国の地方創生推進交付金２分の１を活用しております。 

その下の白丸、商店街活性化事業は、決算額６９６万３６５円でございます。あわせまして決算説明資料の９

１ページもごらんください。その下の黒ポツになります。共同施設設置事業補助金１９０万円は、大門商店振興

組合にある商店街の放送設備の設置に対し取得価格の２分の１を補助したものでございます。また、その下の黒

ポツ、商店街活性化事業負担金５０６万円余は、空き店舗改修や、改修後の賃借料に対する補助でありまして、

平成３０年度は２件の空き店舗改修事業に対し２分の１を補助し、４件の物件に対し賃借料を補助しております。
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現在中心市街地でございますけれども、空き店舗を活用希望者に積極的な制度の活用が進んでおりまして、こち

ら実施をともに行っております商工会議所とも連携をしまして、案件把握及び予算執行に努めてまいりたいと考

えております。 

その下の白丸、起業家育成事業は、決算額４９８万４，１５６円でございます。決算説明資料９１ページの下

段もごらんください。その下の黒ポツ、高校生起業家育成事業委託料４９８万４，１５６円は、若者の職業選択

の重要性が高まる中、進学、就職のほかに、起業への関心を高めることで将来のキャリア選択の幅を広げ、同時

に起業家精神にあふれる人材を育成することを目的に、高校生を対象としましたセミナーやワークショップなど

を開催する事業でございます。この事業、平成３０年度は市内３つの高校と長野高専を対象としまして、延べ６

９３人の生徒の参加がありました。プログラム実施後のアンケートによりますと、自分の将来や進路選択の参考

になったとの回答が全体の約８７％ございまして、若者の自分の未来、こういったものの一つ参考になっている

のではないかと感じております。こちらも国の地方創生推進交付金２分の１を活用しております。 

その下の白丸、木曽漆器振興事業は、決算額５，２１７万１，８２６円でございます。決算書の９２ページも

あわせてごらんください。上から５つ目の黒ポツになります。木曽高等漆芸学院業務委託料１３５万円は、木曽

高等漆芸学院管理運営の委託に関するものでございまして、平成３０年度は聴講生を含め３８人が在籍をしてお

り、９名が修了をしております。２つ下の黒ポツ、漆器祭・宿場祭開催負担金３５０万円は、昨年６月１日、２

日、３日に開催した祭りの負担金で、３日間で３万５，０００人の来場がございました。２つ下の黒ポツ、地場

産センター運営補助金は、塩尻・木曽地域地場産業振興センターの運営補助５００万円でございます。地場産セ

ンターの平成３０年度の決算は、経常収益の主な事業収益の前年比では、木曽くらしの工芸館事業で９７．５％、

ならかわ市場事業で１０５．８％ありまして、センター全体としましては３，５０７万８，０００円の正味財産

がすると、そういう非常に厳しい決算になっております。その下の黒ポツ、木曽漆器振興対策事業負担金７１４

万円は、漆器産業の維持と継承に向け、産地の中核であります漆器組合、また５つの団体が行う事業への負担金

となっております。その下の黒ポツ、伝統工芸木曽漆器後継者育成事業負担金７２万円は、伝統工芸木曽漆器の

製造技術の保存、伝承及び後継者の育成を図るため、市内において漆器製造業を営む企業等に就業し、その技術

を習得しようとする者に対し奨励金を支給しているもので、平成３０年度は３名の方に支給をしております。そ

の下の黒ポツ、産地活性化プロジェクト負担金１２４万円は、木曽漆器青年部、長野県中小企業団体中央会、筑

波大学等と連携した木曽平沢の空き店舗を活用した活動を支援したものでございます。その下の黒ポツ、販路拡

大事業負担金２００万円は、木曽漆器の国内販路拡大はもちろんのこと、東京オリンピックの開催に向けまして

海外からの来訪客が漆器に触れる機会をふやすことにより、漆器産業の振興を図るため木曽漆器の国内及び海外

の展示会、商談会への出展に対し２分の１を補助するもので、平成３０年度１９件の国内での展示会出展を補助

しております。２つ下の黒ポツ、地場産センター運営貸付金３，０００万円は、地場産センターの運転資金を目

的とした短期貸付金で、資金調達計画を提出させる中で段階的な貸し付けを行ったものであり、この３，０００

万円は平成３０年度内に全て返済されております。その下の黒ポツ、地場産センター出捐金８０万円は、市議会

へ法人の経営状況を義務づけるための条例を制定するに当たりまして、市が資本金など４分の１以上２分の１未

満を出資している法人である必要があることから、追加出捐をしたものでございます。この措置によりまして、

先の６月定例会には今年度の事業計画書及び予算書を提出しておりますし、この９月定例会におきましては、平
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成３０年度の事業報告書及び決算書を提出をしております。私からは以上でございます。 

○観光課長 続きまして、決算書１８６ページ、１８７ページ、決算説明資料は９３ページをお願いします。４

目地域ブランド推進事業費のうち、１８７ページ３つ目の丸、地域産品ブランド化事業、決算額１，６５２万９，

７６０円は、塩尻ブランド戦略に基づき効果的なプロモーションを実施し、市のブランド価値の向上を図るもの

でございます。主な事業について御説明いたします。ワインブランド推進事業負担金１５７万５，０００円は、

塩尻ワイナリーフェスタ、ワインと語る夕べへの負担金となっております。塩尻ワイナリーフェスタは１４回を

数え、国内でも有数の日本ワインイベントとして定着しつつあります。地域ブランド推進活動負担金１，２３２

万８，０００円は、首都圏、中京圏でのプロモーション展開、イメージアップツールの作成等を行ったもので、

首都圏では銀座ＮＡＧＡＮＯのほか、新宿でのプロモーションを開始し、塩尻ワインファンの裾野の拡大を図っ

てきております。この２つの事業につきましては、地方創生推進交付金を活用しております。次に、シャトルバ

ス運行補助金１４６万３，０００円でございます。こちらは季節限定のワインバスの運行と、松本山雅ホームゲ

ーム線のシャトルバス運行に対する補助金で、ワインバスはＪＲ塩尻駅とみどり湖パーキングエリアを活用した

二次交通の充実を図ることによるお客様へのワイナリーでの誘導を目的に実施いたしました。この事業につきま

しては、県の元気づくり支援金の活用をさせていただいてございます。また、松本山雅線につきましては、運行

経費の３試合分につきましての負担をしております。１，４８２名の御利用がございました。 

 次に、５目観光費の主なものについて御説明申し上げます。決算説明資料は９４ページです。まず、１８７ペ

ージの一番下の丸、観光振興事業について、事業費６，４６１万５，１９９円でございます。こちらは観光振興

ビジョンに基づき、ＰＲ等を通じた市内への誘客促進、観光資源の充実、開発を実施しております。また、新た

な需要が見込めるインバウンドへの対応、各種イベントへの負担金、補助金の交付を行ったものでございます。

主な事業として、６つ目のポツ、広告料１５８万５，０００円余は、新聞、雑誌、ラジオ等への掲載料等でござ

います。その２つ下のポツ、新宿駅南口観光案内所使用料９７万２，０００円は、中部インフォメーションプラ

ザ京王新宿への出展料でございます。こちらには１週間分のイベントスペースの使用料を含んでございます。ま

た、こちらの事業につきましては、この案内所を活用することによって京王電鉄との連携の事業が図られまして、

いくつかの事業展開が進んできております。下から２つ目のポツ、観光協会運営補助金６，０３１万１，０００

円は、観光協会の人件費、観光イベントの開催や推進、印刷物等の作成、人型ロボットによる観光案内等への対

する補助金でございます。 

 続きまして、１８９ページをお願いします。一番上の丸、観光施設整備事業について、決算額３，５３１万８，

４５２円は、観光施設の維持管理、補修、新設に伴うものでございます。主な事業としまして、１１番目のポツ、

放流魚購入費１２０万円は、みどり湖に放流しましたヘラブナ２トンの購入費となっとります。そこから７つ下

のポツ、清掃委託料２７７万９，８６５円は、観光センター、奈良井駅前、贄川駅前等への清掃の委託料となっ

ております。そこから２つ下のポツ、みどり湖釣り場・周辺管理委託料３４７万６，０００円余は、釣り場料金

徴収、みどり湖花公園管理等への委託料となっております。そこから８つ下のポツ、いこいの森公園管理委託料

１９６万６，２４８円は、地球の宝石箱運営会社であります鉱研工業にいこいの森の公園の管理委託をしている

ものでございます。そこから４つ下のポツ、観光施設整備工事１，７８５万８，０３８円のうち主なものは、み

どり湖桟橋整備１１９メートル、みどり湖翠山解体工事等でございます。こちらは地域活性化事業債を活用して
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事業を実施しております。 

 続きまして、１８９ページ２つ目の白丸、広域観光推進事業は、隣接近隣の自治体と連携し、広域的な観光振

興及び誘客促進事業を実施するものでございます。３つ目のポツ、信州まつもと空港利用促進負担金３４５万円

は、県内関係自治体で構成するまつもと空港利用促進協議会、地元自治体及び関係団体で構成するまつもと空港

地元利用促進協議会、松本商工会議所が事務局となり中心となって進めております松本空港を利用する会、それ

ぞれの団体に対しましての負担金となっております。そこから２つ下のポツ、木曽観光連盟負担金２２５万１，

０００円は、木曽広域センターにおける広域のパンフレット、ＪＲ東海との連携事業等にかかわる負担金でござ

います。７款商工費については以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、商工費について質疑を行います。委員のほうからございましたら。 

○中村努委員 １８５ページの商工振興費のクラウドファンディング支援事業負担金ですが、たしか歳入では地

方創生推進交付金を使っているということで、たしか国会中継でこの話が出たときに、対象が中小企業だけでな

くてＮＰＯまで含んだらどうかという議論があって、そうするみたいな答弁あったんですが、先ほどの説明では

この対象は中小企業になっていたんですが、これはＮＰＯ法人だとか社会福祉法人だとか、そういったところは

活用できないんですか。 

○産業政策課長 こちらの当市で行っておりますクラウドファンディングの活用状況でございますけれども、昨

年度の実績申し上げますと、矢沢加工所とＮＰＯ法人ハナラボということで、ＮＰＯでも活用できるように制度

づけをしております。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○中村努委員 漆器の関係で、決算と直接関係ないんですけれど、今漆の原料の調達というのは、例えば国産が

どのくらいでとか輸入がどのくらいでとか、例えば調達するのに組合で全体でもらうのか、店ごとというか職人

ごと仕入れるのか、その辺教えていただけますか。 

○産業政策課長 具体的な数字は持っておりませんけれども、ほとんどを中国産の漆に頼っている状況でござい

ます。国産の漆につきましては、文化財の修復を国産の漆でやりなさいと、そういう通達が出まして、さらに今

入手することが困難な状況でございます。木曽の産地の漆の調達状況でございますけれども、こちらは木曽漆器

組合が窓口となりまして漆を購入して配ったり、漆器組合でも精製の事業を行ったりもしております。 

○中村努委員 国産漆が非常に少ないということ、職人もいないということをテレビなんかでも聞いたりしてい

るんですが、原木栽培について何かしようという考えはないですか。 

○産業政策課長 原木の栽培につきましては、今塩尻市内では片丘、Ｆパワープロジェクトの周辺地と、もう１

カ所大きなところだと松本の中山のほうで原木の栽培を力を入れておりまして、この７月にも漆器組合だったり

県の職員、市の職員交えて下草刈りをして育てているところでございます。まだ漆を採取できる大きさにはなっ

ておりませんけれども、いずれ採取できるくらいまで、１０年たてばなるのではないかという見込みを立ててお

ります。ただ一方、漆の木ですけれども、鹿の食害に遭う可能性がございまして、そういった有害鳥獣と戦わな

ければならない、そういったところも問題、課題として抱えております。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○副委員長 １点だけ、ワイナリーの設置事業補助金の活用の件で、東御市とか軽井沢のワイナリーにはレスト
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ランがあって、そちらのほうへはものすごい勢いでバスが行っている。塩尻市のワイナリーでレストラン持って

いるのはサンサンワイナリーだけ。ここのワイナリーの整備の中に、例えば大きなワイナリーからそんなような

話がないかどうか、その辺はどんなものか状況をお聞かせいただけたらなと。 

○産業政策課長 ことしできました新しいワイナリーですとドメーヌ・スリエ、郷原にできたワイナリーはパン

屋を併設していたり、そういったワインの製造といわゆるサービス系を兼ね備えたものがございますけれども、

委員御指摘のとおり、塩尻市内にはそういったレストラン、こういったサービスを併設しているワイナリーは非

常に少ない状況でございます。いわゆる１９２０年から３０年ころ、戦前にできたワイナリー多い中で、改築を

するのであれば、そういったサービスを考えなければならないと、そういう声は聞きますけれども、まだ具体的

に、そういったいわゆる老舗ワイナリーが工場とか売店を改修しようと、そういう案件はまだ聞いておりません。 

○副委員長 やはりワイナリーへ来てもらうのに、そういうサービスもこれから考えていかないと集客につなが

ってこないのではないかな。たしか名古屋なんか聞いてみると、東御市や軽井沢はものすごいバス、それはレス

トランがあるから募集するとすぐいっぱいになる、こういうことのようですから、ワイナリーの皆さん方と相談

していくことになろうかと思いますけれど、そんなことも少し検討していただきながら、ワイナリーの振興につ

なげていったらいいかなと、そんなことを要望しておきたいと思います。 

○委員長 要望でよろしいですか。ほかに。 

○中村努委員 １８７ページ観光費の下から５つ目以降、観光協会は別にして、ほたるを愛する会とか水芭蕉を

守る会とか、芝桜を守る会とかあるんですが、これ具体的な観光事業の特別なことは何かされているわけですか。 

○観光課長 こちらの負担金につきましては、主な内容としましては施設の整備をお願いしている部分の負担金

となっております。私ども直接事業としてやるよりも団体の皆さんの自主的な活動に対して負担金を出すことに

よって、地域と行政が主体となって観光を進めていけるのではないかというふうに考えております。それぞれの

観光資源につきましては、私ども問い合わせ等につきましては積極的にＰＲするような形、特に水芭蕉や蛍、芝

桜公園、それぞれ季節季節の特徴を持った観光資源でございますので、その都度問い合わせ等には観光センター

または私どもにおきましてもＰＲをしているところでございます。 

○中村努委員 恐らく清掃とか雑草だとか、そういったところの管理だと思うんです、やっていただくというの

は。そうすると、どこからどこまでが観光施設で、どこからどこまでがそうじゃないかという線引きって難しい

と思うんですけれど、そういったことというのは何でもかんでも補助金出すということではなくて、要するに観

光事業でこれが大事だということに絞らなければきりがないと思うんですが、特にそういう縛りというのは今な

いわけですか。 

○観光課長 特に縛りというものはございません。ただそれぞれの現在負担金を出しているものにつきましては、

もともと行政、私どもが直接やらなければならなかったような状況のものについて、地元の皆さんが手を出して

くれながら自分たちのもの、自分事として管理をしていただいているものでございますので、そういったものに

ついては応援していく、そんな形でおります。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○古畑秀夫委員 １８５ページの起業家育成の関係ですが、これ高校生の起業と言っても、起業というとお金が

かかるわけだし、何か一般的に考えてもぴんとこないわけですが、この目的、ここに少し書いてはあるけれど、
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何となくぴんとこないようなあれですけれど、本来どんな目的で高校生どういう、全員が来ているわけではない

と思うんですが、どんなような形でどういうふうにやっているか少し細かいことを説明願いたいです。 

○産業政策課長 こちらの事業でございますけれども、各高校では学年やクラスを限定しましてセミナーをやっ

た後、いわゆるみずから起業した人が講師となりまして自分の体験を語ったり、今こんなビジネスをやっていま

す、その後ワークショップを開いて、自分たちも新しい事業をつくってみませんか、そういったようなことを行

った後、２月に全体参加した皆さんを４０名くらい集まっていただいて、最終的にいわゆるすごい起業をした人

とか、そういった方を呼んでセミナーを開催をしております。 

この特色でございますけれども、まずこういった取り組みをしているところが県下の自治体でありません。か

なり特色のある取り組みでございます。私どもの狙いは、こういった塩尻の高校にいて、そう言えば塩尻の高校

であんな楽しい授業受けたな、珍しい授業受けたな、こんな経験できたな、そういった経験が将来大学行って、

また帰巣本能と言いますか、塩尻で自分何かチャレンジできないかと、そんなような気持ちを持っていただけれ

ばと思って進めている事業でございます。委員御指摘のとおり、高校生と起業というのはかなりかけ離れた、そ

んなところも私ども認識しておりますけれども、せっかく市内の高校にいる間にちょっと付加価値の高い経験を

させてあげよう、そんなような思いを込めながら進めておる事業でございます。一朝一夕に成果が出るものとは

思っておりませんけれども、今のこの経験が将来私どもの自治体になって何かプラスになってくればいいのかな

と、そういう思いもございます。あと、現実的にはやはり今非常にフリーランスで働く方ふえてきております。

要は何も所属せずに自由に働いたり、パラレルキャリアと言いまして複数の仕事を器用にこなしていく方がござ

います。そういった今は選択肢もふえていますので、これからの時代、いわゆる普通に正社員になってという就

業形態から自分の力を生かせるところで複数の会社に所属して生活をしていこうとか、そういう時代が当然やっ

てくると思いますので、そういうところも目指している事業でございます。ちょっと長くなりましたが、私から

の説明は以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○牧野直樹委員 関連して。その高校生の起業に対する、それはいいんだけれど、市内の中で、市内で育った人

間が起業をしたと、そういう人には支援してくれるようなお金というのはないですか、頑張れよって。成功する

まで長い道のりがあって、苦労してやっているその期間は、何とかそういうのも必要だと思うよ、俺。市内の若

者が。そうでなければ起業する機会というものは逸してしまう、いくら高校生にやったって。それも大事なこと

だと思うので、これからそういうことも考えていただいて、後押ししてくれるような、そういう社会であってほ

しいな。希望です。 

○委員長 質問はよろしいですか。 

○牧野直樹委員 いいです。いい回答があれば。余り回答がなければいいです。要望だけでいいわ。 

○委員長 いいですか。 

○牧野直樹委員 何か言いたければ言ってもらえれば、頑張りますとか。 

○産業政策課長 委員御指摘のとおりでございまして、私どものような起業、創業の相談というと相談業務が主

でありまして、実質的な原資の部分というのはなかなか対応できずに、銀行を紹介したりとか、そういった形に

なってしまいます。ぜひそういった起業できる人を本当に実にバックアップ、支援していくような形、当然起業
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の拠点施設としてスナバも設けてありましたので、私が言うのは僭越でございますけれども、市としても頑張っ

ていきたいと思います。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

私から１点よろしいですか。１８７ページの地域ブランド推進活動負担金、先ほど幾つかのところの中で、銀

座ＮＡＧＡＮＯへ出しているというお話がありましたけれども、具体的にどのような事業をお願いしているわけ

ですか。 

○観光課長 銀座ＮＡＧＡＮＯにつきましては、市長によるトップセールスでのワインプロモーションというこ

とで、毎回テーマを変えながらセミナーを行って、塩尻のワインを飲んでいただきながら塩尻のワインの勉強を

していただく、そんな形をとっております。またもう一つ、新宿地域で始まったセミナーにつきましては、こち

らも全く同じような形なんですが、実施方法が新宿にあるレストランと提携を組んだことによって、お客様によ

り満足度の高い料理を提供しながら塩尻のワインを楽しんでいただいている、そんなような形で首都圏は進めて

きております。 

○委員長 ありがとうございます。あと、新宿南口の京王百貨店、ここでの提携が幾つかあるというのは、さっ

き表現がありましたが、具体的にはどのようなことをやっておられますか。 

○観光課長 幾つかと申しますか、この京王電鉄と組んだことによりまして、まず一つはただいま申し上げまし

た新宿のレストランとの提携事業というのが生まれました。そちらは京王電鉄の担当していらっしゃる部長の方

と新宿のレストランとのネットワークの関係で、新しい事業展開ができたということで、新宿での事業が始まっ

ております。また、広域ワインバス、みどり湖パーキングエリアを発着地点としました着地型の事業でございま

すが、そちらにつきましても、京王電鉄を通じながら京王線沿線でのＰＲ等をしていることによって多くのお客

様に塩尻のＰＲにつながる、そんな事業になってきております。 

○委員長 ありがとうございました。ほかにございましたら。 

○牧野直樹委員 ２年ぶりにこの経済部の予算書見ますけれど、観光課の中で高ボッチのお金がなくなってしま

っていて、草競馬の、あれはどこかへ含まれているということでいいですか。 

○観光課長 草競馬の実行委員会への補助金、負担金の関係は、現在観光協会で事務局を担っていただいたこと

によりまして、そちらのほうに支出させていただいております。 

○牧野直樹委員 はるかぶりに山へ登って、ことし草競馬を見させてもらいましたが、私のやっていたころと全

く同じで何十年同じようなことをやっていると。一番違ったのは、市内から出場する馬がいなかった、安喜セン

ターで２頭くらいだったかな、あとほかはみんな県外からのお客さんが連れてきていただいたという、だから高

ボッチの草競馬は、県外の馬主でもっている、松本の小林さんの力が大きいと思うんだけれど。そういうことで

あれば、多分小林さんの負担というのは、うんと大きいと思うんですよね、そういうつきあいが。これから、そ

れまでして草競馬をやっていくかどうかというのを、これから考えていただいてもいいと思う。毎年やらなくて

もいいのではないかな。負担が大き過ぎる、違う人たちの。市はやってもらうからいいんだけど、何十年続いて

きた草競馬なので、これからそういう検討にもぼちぼち入っていっていただいたほうがいいかなと思います。こ

れ提言でお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。本会議でやらないだけ、いいと思って。 

○委員長 答弁よろしいですか。 
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○牧野直樹委員 いいです、いいです。 

○委員長 よろしいですか。では、要望ということで。ほかに。ひとくくりしてよろしいでしょうか。 

○産業政策課長 先ほど５款、決算書の１６７ページになります。若者・女性就労支援事業のうち、若年者就業

サポート事業委託料につきまして御質問を頂戴しました３４名の就職先でございます。個人情報の取り扱い上、

業種のみ申し上げますが、就職先の業種が、製造業、飲食業、販売・サービス業、通信業、運輸業、印刷業、事

務、農業となっておりまして、最も多く１１人の方が販売・サービス業、また５名の方が製造業に就職をしてお

ります。また、雇用形態でございますけれども、正社員が１０名、パート・アルバイトが１７名、契約社員が４

名、派遣社員が３名、そのような状況でございます。私からは以上です。 

○委員長 よろしいですね。 

○農政課長 ６款のほう、１７３ページになります。先ほど食料産業６次産業化交付金ですが、いつから始まっ

たのかということで御質問ありまして、平成２５年からの交付金事業となっております。以上です。 

○委員長 わかりました。では、後ほど伝えておきます。ほかよろしいですね。 

 それでは、ここで１０分間休憩を入れたいと思います。 

午後２時１７分 休憩 

――――――――――― 

午後２時２５分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

歳出８款土木費、それと１１款災害復旧費、この両方御説明をお願いをいたします。 

○建設課長 それでは、決算書１９０ページ、１９１ページをお開きください。決算説明資料は９５ページから

となります。８款土木費１項土木管理費１目土木総務費の主なものにつきまして御説明させていただきます。ペ

ージをおめくりいただきまして１９２ページ、１９３ページをお願いをいたします。備考欄の１つ目の白丸、統

合型ＧＩＳ共用空間データ作成事業１，９２３万４，８００円でございます。決算説明資料は９５ページとなり

ます。委託明細書では６２ページとなっております。１つ目の黒ポツ、統合型ＧＩＳ共用空間データ作成業務委

託料１，３３８万１，２００円でございますが、内訳といたしましては、建設事業部用のＧＩＳシステムの保守

点検業務委託料５１４万円８００円、また、基盤地図修正業務委託料８２４万４００円については、ＧＩＳシス

テムで使用する基盤図の修正業務となります。次の黒ポツ、道路関係台帳等管理委託料５８５万３，６００円に

つきましては、道路台帳の適切な管理のために市道台帳の修正等を行ったものでございます。 

 続きまして、２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費につきましては、備考欄２つ目の白丸、道路橋梁事業諸経費

８４３万８９４円でございます。主なものといたしましては、１つ目の黒ポツ、長野県有料道路通行券購入費２

３８万５，６００円につきましては、三才山、新和田トンネルの通行券の購入費でございます。３つ目の黒ポツ、

県道路整備期成同盟会負担金から下につきましては、各種同盟会の負担金でございます。 

続きまして、２項道路維持費、１つ目の白丸、道路維持改良事業８，０５４万８，７８６円につきましては、

各区からの要望箇所及び緊急度の高い箇所の道路施設の整備や街路樹のせん定、清掃等を行ったものでございま

す。決算説明資料につきましては、９５ページでございます。７番目の黒ポツ、清掃委託料４３７万４，７５７

円でございますが、シルバー人材センター、建設業者等へ道路の清掃や路肩の草刈り、除草作業を委託したもの
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でございます。その下の黒ポツ、街路樹せん定等委託料１，４３７万６，１９２円でございますが、委託明細書

は６２ページです。街路樹のせん定、小木の伐採等を実施したものでございます。ページをおめくりいただきま

して１９４ページ、１９５ページをお願いをいたします。１つ目の黒ポツ、市道維持補修作業委託料６６４万４，

１６０円につきましては、道路パトロール及び穴埋め等を塩尻市建設業協会へ委託した委託料や、雨水の排水ポ

ンプ６カ所の保守点検等を委託した委託料でございます。その下の黒ポツ、重機借上料８６２万８，９８４円で

ございますが、こちらは雨水の浸透ます、道路側溝の清掃等を行ったものでございます。その下の黒ポツ、ＬＥ

Ｄ照明使用料４２０万２，９２８円でございますが、こちらは平成２８年度に街路灯のＬＥＤ化を行いました、

その道路照明等のリース料でございます。その下の黒ポツ、道路改良費２，６００万４，３４０円につきまして

は、道路改良工事といたしまして、３１カ所の改良工事を実施したものでございます。工事明細書では１０ペー

ジから１２ページでございます。その下の黒ポツ、補修用資材８８１万４，８２７円でございますが、砕石や舗

装の穴埋めに使用する常温合材等を購入したものでございます。 

次の白丸、除雪対策事業１億３，１３８万５，４５８円ですが、決算説明資料につきましては９６ページでご

ざいます。主なものは５つ目の黒ポツ、除雪作業委託料６，１１７万９，１４５円で、市内３５業者へ除雪作業

の委託と、あと凍結防止剤の散布といたしまして２８社に業務をお願いしたものでございます。委託明細書は６

２ページとなっております。その下の重機借上料３，５８９万２，７２０円につきましては、重機等の貸機料で

ございます。次の黒ポツ、補修用資材２，８０４万５，３８６円につきましては、塩カル等凍結防止剤を購入し

たものでございます。その下の黒ポツ、備品購入費１３３万９，２００円につきましては、凍結防止剤散布機を

１機購入したものでございます。その下の黒ポツ、除雪協力助成金３４５万１，４００円につきましては、区が

実施いたしました除雪の実績に応じて区に交付させていただいた助成金となっております。 

次の白丸、道路維持補修事業４，３８８万８，８２２円につきましては、決算説明資料の９６ページです。８

０カ所において、安全安心な道路環境を確保するための緊急や突発的な道路損傷に対応する維持応急工事を実施

したものでございます。工事明細書は１２ページから１８ページとなってございます。 

次の白丸、交通安全施設整備事業１，７２５万４，５１２円につきましては、決算説明資料９６ページ、工事

明細書は１８ページから２１ページとなっております。交通安全施設設置工事といたしまして、カーブミラー、

ガードレールなどの安全施設２０カ所、また、その下の黒ポツ、通学路安全対策工事といたしまして、１３カ所

において通学路の安全対策工事を実施し、安全安心な道路環境の整備を推進したものでございます。 

次の白丸、排水路整備事業２，０８６万２００円につきましては、決算説明資料９７ページでございます。１

９カ所において降雨時の良好な排水を確保するため、排水路を整備したものでございます。工事明細書は２１ペ

ージから２２ページとなってございます。 

次に、３目道路新設改良費、１つ目の白丸、生活道路整備事業１億６，６８２万８，８１９円につきましては、

決算説明資料では９7ページでございます。この事業につきましては、社会資本整備交付金事業、起債事業、市単

独事業でございます。概要につきましては、委託料として測量設計調査、ＪＲ東海への工事委託、分筆測量委託、

また、市道新設や改良等の工事、用地取得等でございます。工事明細書につきましては２２ページから２８ペー

ジ、委託明細書につきましては６３ページとなってございます。決算説明資料の９６ページと９７ページをお願

いをいたします。２つ目の黒ポツ、工事委託料４６０万円につきましては、第２中山道踏切撤去工事をＪＲ東海
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へ委託したものでございます。そこから５つ目の黒ポツ、市道新設改良工事１億５，９５８万４，８６０円でご

ざいますが、舗装改良や道路改良工事を７２カ所で実施したものでございます。 

続きまして、次の白丸、幹線道路整備事業３，９１３万４００円につきましては、決算説明資料９８ページ、

こちらも社会資本整備交付金事業、起債事業、市単独事業、合わせての決算となっております。１つ目の黒ポツ、

測量設計調査委託料１，３７９万１，６００円につきましては、歯科大東交差点の物件補償調査、測量・設計業

務、土地調査、合わせて５４７万５，６００円と、緑ヶ丘南交差点の測量・設計等業務委託料８３１万６，００

０円となります。委託明細書は６３ページに記載してございます。次の黒ポツ、市道新設改良工事２，３３３万

８，８００円でございますが、こちらは市道高校北通線の新体育館の入口において右折レーン設置工事を行った

ものです。工事明細書は２８ページとなっております。また、その下の黒ポツ、用地取得費でございますが、こ

の右折レーン設置に伴う用地取得となってございます。 

続きまして、次の白丸、歩道整備事業５，３００万４６７円につきましては、決算説明資料の９８ページでご

ざいます。社会資本整備交付金事業で、八幡池東線、君石野村線、下西条町区線の歩道整備に取り組みをしたも

のでございます。１つ目の黒ポツ、測量設計調査委託料１３９万３，０００円でございますが、下西条町区線の

測量設計業務の委託を行ったものです。委託明細書は６３ページとなってございます。その下の黒ポツ、市道新

設改良費３，２３０万２，８００円でございますが、市道下西条町区線及び市道君石野村線において歩道を整備

したものでございます。工事明細書は２８ページとなってございます。次の黒ポツ、用地取得費１，１０６万２，

０７８円につきましては、２路線の用地取得を行いまして、面積は４０８．５５平方メートルの用地を購入した

ものでございます。次の黒ポツ、支障物件移転補償費８２４万２，５８９円につきましては、２路線において物

件移転の補償を行ったものでございます。 

その下の白丸、道路施設長寿命化改修事業１億２，３０２万７，０６９円につきましては、決算説明資料では

９９ページとなります。５年に１回行うことが義務づけられている橋梁の点検や道路施設の長寿命化にかかわる

舗装修繕と橋梁補修を実施したものでございます。１つ目の黒ポツ、測量設計調査委託料６，６８７万７，４６

９円につきましては、メロディ橋の緊急点検にかかわる委託料２件で、合わせて６７４万８，０９３円、そのほ

か橋梁の定期点検３１橋、合わせて５，３７８万６，５３６円、あと桔梗大橋補修工事にかかわる設計委託料５

３４万６，０００円などでございます。委託明細書につきましては６４ページでございます。２つ目の黒ポツ、

市道新設改良工事５，６１４万９，６００円につきましては、道路施設長寿命化改修事業として、舗装修繕工事

３カ所と桔梗大橋など２橋の橋梁補修工事を実施いたしました。工事明細書につきましては２８ページ、２９ペ

ージでございます。 

次の白丸、生活道路事業の繰越分１億６９４万５，１９３円につきましては、決算説明資料９７ページでござ

います。１つ目の黒ポツ、工事委託料７，５９５万４４３円は、奈良井踏切の新設に伴い、ＪＲ東海へ工事を委

託したものでございます。次のページ、１９８ページ、１９９ページをお願いをいたします。１つ目の黒ポツ、

分筆測量等委託料２５９万７，５５０円につきましては、道路改良に伴う分筆測量、境界復元等の委託３件でご

ざいます。委託明細書は６４ページとなってございます。その下の黒ポツ、市道新設改良工事２，８３９万７，

２００円は、奈良井踏切の歩道設置工事１，１３５万４，８００円、桟敷の市道桟敷公民館東線の道路改良工事

９２７万７，２００円ほか、３件の工事となってございます。工事明細書は２９ページでございます。 
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次の白丸、歩道整備事業の繰越分２，０１６万７４３円につきましては、決算説明資料９８ページとなってご

ざいます。１つ目の黒ポツ、測量設計調査委託料１８３万６，０００円として、下西条町区線の歩道整備にかか

わる補償調査の委託となります。委託明細書は６４ページです。その下の黒ポツ、市道新設改良工事２９８万１，

０００円は、下西条町区線の歩道を整備したものでございます。工事明細書は２９ページとなってございます。

その下の黒ポツ、用地取得費３９１万２，０００円と、その下の黒ポツ、支障物件移転補償費１，１４３万１，

７４３円につきましては、下西条町区線の歩道整備にかかわる用地の取得と物件移転補償となります。 

続きまして、次の白丸、道路施設長寿命化改修事業、こちらも繰り越しでございます。７，５２６万５，２０

０円につきましては、決算説明資料９９ページとなります。１つ目の黒ポツ、測量設計調査委託料１，０３０万

３，２００円でございます。吉田側道橋など７橋の定期点検業務の委託です。委託明細書６５ページでございま

す。次の黒ポツ、市道新設改良工事６，４９６万２，０００円につきましては、日出塩の日出塩跨線橋と木曽平

沢のあさひ橋の２橋の修繕工事を行ったものでございます。工事明細書は３０ページとなってございます。 

続きまして、３項河川費１目河川維持費、備考欄２つ目の白丸、河川改修事業１２８万５，０００円につきま

しては、河川へ排水路布設の工事を行いました。工事明細書は３０ページとなってございます。 

次の白丸、河川維持諸経費３４９万５，５６０円でございますが、２つ目の黒ポツ、河川公園管理委託料１２

５万４，４７６円は、主に奈良井川河川公園リバーサイド堅石の管理委託料でございます。その下の黒ポツ、河

川支障木伐採委託料１０５万８，４００円は、権現川の河畔林の伐採を委託したもので、県の森林税を使った県

単河畔林整備事業補助金を使用をいたしました。２つ目の黒ポツ、河川環境整備工事９９万９，０００円は、河

川の護岸の整備を本山の本陣沢で実施したものでございます。工事明細書は３０ページとなってございます。私

からは以上でございます。 

○都市計画課長 続きまして、４項都市計画費１目都市計画総務費について御説明をいたします。備考欄２つ目

の白丸、都市計画総務事務諸経費の詳細につきましては、１つ目のポツ、都市計画審議会委員報酬１４人分、７

万３，７００円は、都市計画審議会を２回開催した経費でございます。審議の主な内容につきましては、主に都

市計画道路、広丘東通線、権現通線の変更について御審議をいただいております。また、立地適正化計画の内容

を説明し、意見をいただいたものございます。 

ページをおめくりいただきまして、２００ページ、２０１ページをお願いをいたします。白丸、都市緑化推進

事業４４９万８，８０５円の詳細につきましては、１つ目のポツ、開発緑地整備委託料１４１万４，２６０円は、

市内の開発緑地１０カ所の支障木の伐採及び緑地の整地等を行ったものでございます。次に３つ目のポツ、危険

遊具改修等工事３カ所、２１２万２，２００円は、工事請負費等明細書３３ページのとおり、開発緑地にありま

す遊具につきまして危険度判定の結果により、滑り台、ブランコなどの遊具改修、撤去及び整地工事をそれぞれ

行ったものでございます。次に、その下のポツ、苗木代６９万２，３４５円は、塩尻市緑のまちづくり事業助成

要綱に基づきまして、出生記念樹、新築記念樹等の苗木の交付を行ったものでございます。 

次の白丸、立地適正化計画策定事業の詳細につきましては、あわせて決算説明資料９９ページ、工事請負費等

明細書６６ページをごらんください。この事業は、今後予想される人口減少時代に対応した持続可能なまちづく

りをしていくために、立地適正化計画を策定したものでございます。すぐ下のポツ、立地適正化計画策定業務委

託料８４１万３，２００円は、立地適正化計画策定に係る業務と、地域公共交通網形成計画策定に係る業務を委



39 

 

託したもので、立地適正化計画につきましては昨年までに策定を終え、本年５月に公表しております。また、地

域公共交通網形成計画策定につきましては、平成３０年度から、３カ年でコンパクトシティを推進していく上で、

基盤となる持続可能な交通ネットワークの構築を目指し計画を策定するもので、平成３０年度は高校生のアンケ

ートを行ったものでございます。 

次の白丸、全国都市緑化フェア事業の詳細につきまして、あわせて決算説明資料１００ページをごらんくださ

い。本年４月２５日から開催しました信州花フェスタ２０１９の開催に係る経費の一部を主催者負担金として支

払ったものでございます。その内訳につきましては、１つ目のポツの下にありますとおり、実行委員会負担金と

して２，３８４万５，２０９円、サテライト会場負担金として２６８万８，０００円、皇室事業として行いまし

た緑化祭開催負担金として４８万９，１３５円となっております。 

次に、２目公園管理費について御説明をいたします。備考欄１つ目の白丸、公園等管理諸経費は、小坂田公園

を初め、市内３７カ所の都市公園等の整備及び維持管理を行った経費でございます。ページをおめくりいただき、

２０２、２０３ページをお願いいたします。上から４つ目のポツ、公園管理委託料１，８９１万２５４円は、街

区公園の除草、清掃、小坂田公園の有料公園施設の管理運営費でございます。次のポツ、公園高木せん定等委託

料３８２万２，５６０円は、野村八幡水苑公園、広丘短歌公園等の支障木の伐採等を行ったものでございます。

次のポツ、公園設備点検委託料７１９万２，２９６円は、小坂田公園のパターゴルフ場の芝生管理、レストラン

棟等のトイレ清掃、遊具の保守点検等を行った経費でございます。下から３つ目のポツ、公園整備工事１５４万

３，３２０円は、あわせて工事請負費等明細書３３ページをごらんください。小坂田公園の散水栓に係る修繕工

事費７４万４，１２０円とレストラン棟の排煙換気装置の改修工事費７９万９，２００円を実施したものでござ

います。一番下のポツ、備品購入費１４８万５，８７２円につきましては、老朽化したゴーカートの更新を行っ

た経費でございます。 

次の白丸、公園施設長寿命化改修事業３５４万１，３２０円につきましては、平成２４年、平成２５年度に策

定しました公園長寿命化計画に基づき、予算の範囲内で市内の都市公園にあります遊具の修繕工事を実施したも

のでございます。 

次に、３目都市計画道路費について御説明をいたします。白丸、都市計画道路整備事業の詳細につきましては、

あわせて決算説明資料１００ページ、工事請負費等明細書６６ページをごらんください。３つ目のポツ、測量設

計調査委託料５０２万２，０００円は、明細書のとおり、都市計画道路、広丘東通線、高出地区約１．６キロ及

び公園通線４００メートルの地形測量を行った経費でございます。 

次に、４目駅施設維持費について御説明をいたします。備考欄１つ目の白丸、駅舎等維持管理諸経費は広丘駅

の自由通路の維持管理及び塩尻駅のエレベーターの維持管理を行った経費でございます。ページをおめくりいた

だきまして、２０４、２０５ページをごらんください。上から６つ目のポツ、清掃委託料１６９万６，３４２円

は、広丘駅東西自由通路の清掃業務及び塩尻駅のエレベーターの清掃業務を委託したものでございます。一番下

のポツ、エレベーター保守点検委託料２２０万３，２００円は、塩尻駅２基及び広丘駅２基のエレベーターにつ

いて法定点検及び保守点検の委託をしたものでございます。 

次に、５目区画整理事業費について御説明をいたします。備考欄白丸、塩尻駅北土地区画整理事業の詳細につ

きましては、あわせて決算説明資料１００ページ、工事請負費等明細書３３ページをごらんください。本事業は
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１３．７ヘクタールの塩尻駅北土地区画整理事業を推進するための経費でございます。３つ目のポツ、工事請負

費４，３８４万８，０００円は、区画整理地内の幅員９メートルの幹線道路２８６．３メートルについて、市が

直接工事を発注し行ったものです。次のポツ、区画整理事業補助金５，３２２万２，４００円は、塩尻市土地区

画整理事業助成要綱に基づき組合が行った工事のうち、雨水調整池の築造に要した費用と舗装工事の費用につい

て補助金を組合に対し交付したものでございます。次のポツ、公共管理者負担金４，５８３万４，０００円は、

市が整備した幹線道路の用地面積２，０１０．３平米分の費用を負担金として組合へ支払ったものでございます。 

次に備考欄２つ目の白丸、土地利用促進事業の詳細につきましては、あわせて決算説明資料１０１ページ、工

事請負明細書６６ページをごらんください。本事業は広丘野村の角前工業団地南側に計画しております野村桔梗

ヶ原地区区画整理事業を推進するための経費でございます。４つ目のポツ、区画整理事業計画作成等業務委託料

９２８万８，０００円は、組合設立及び事業認可までに必要な業務を委託した費用で、事業計画書の素案作成な

どを委託したものでございます。 

次に、６目市街地活性化事業費について御説明をいたします。備考欄白丸、市街地活性化推進事業の詳細につ

きましては、下から４つ目のポツ、交通量調査委託料１４万７，８４０円は、中心市街地と広丘駅周辺の歩行者

等の交通量調査を年２回、継続的に実施しているもので、シルバー人材センターへ委託したものでございます。 

次に、備考欄、２つ目の白丸、ウイングロードの管理事業は市が建物の約７５％を所有しておりますウイング

ロードビルの管理運営を行う経費で、具体的には商業ビルとしての運営及び建物や設備関係の維持管理を振興公

社へ委託し行っているものでございます。１つ目のポツ、ウイングロード管理業務委託料７６２万円は、ビルの

管理運営費として振興公社へ委託しているものでございます。次に２つ目のポツ、割賦負担金４，１２８万３，

６６０円は、平成２２年度に市がイトーヨーカドーから土地建物を買い受けた際、市が振興公社に委託して行っ

た大規模改修工事及び平成２９年度に行った空調設備の改修工事費を１０年分割で振興公社へ返済している経費

でございます。４つ目のポツ、ウイングロード設備改修負担金１，４９８万円は、建物建築後２５年が経過し、

設備の老朽化が進み、修繕計画を立てて緊急性の高いものから計画的に改修しているもので、平成３０年度にお

きましては３階のトイレの和便器の洋式化、誘導灯の設備改修工事、重量シャッターの修理工事など、小破修理

を含め１４の工事を実施したものでございます。 

次に、備考欄の白丸、広丘駅東口駐車場事業の詳細につきましては、あわせて工事請負費等明細書６６ページ、

一番下の囲みをごらんください。本事業、広丘駅東口に設置していますパーク＆ライド駐車場の維持管理費用で

ございます。ページをおめくりいただきまして、２０６、２０７ページをお願いします。３つ目のポツ、駐車場

管理業務委託料２７０万円は、駐車料金の集金や２４時間体制で行っております駐車場のトラブル対応など、駐

車場の管理を委託している費用でございます。なお、駐車場の使用料収入につきましては、決算書２６ページ、

２７ページにありますとおり、広丘駅東口駐車場使用料７８２万２，７００円となっております。 

次に、備考欄白丸、北部交流センター整備事業の詳細につきましては、あわせて決算説明資料１０１ページを

ごらんください。１つ目のポツ、北部地域拠点施設検討委員報酬８万３，７５０円は、愛称募集に係る選定や、

北部交流センター開館後の運営について会議を４回開催した経費でございます。２つ目のポツ、愛称募集謝礼５

万４，０７６円は、一次審査をクリアしました５作品７名の方に対しまして、最優秀賞３点にそれぞれ１万円と

副賞を、それ以外の４点につきまして副賞をお贈りした経費でございます。２つ目のポツ、監理委託料１，３７
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７万円につきましては、工事請負費等明細書の６７ページのとおり、建築工事に係る管理業務を委託したもので

ございます。次のポツ、市産材活用業務委託料７０万８，４８４円は、市内で伐採されたカラマツ材をＣＬＴと

して使用するため、ラミナ加工費用及び岡山までの材の運搬費用を市内業者に委託したものでございます。次の

ポツ、北部交流センター整備工事６億４，３７２万５，９００円は、工事請負費等明細書３３、３４ページのと

おり、建物の建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事のほか２工事を行ったものでございます。 

次の白丸、まちなか居住推進事業の詳細につきましては、１つ目のポツ、優良建築物等整備事業補助金２，９

７６万６，０００円は、ウイングロード東側のいちた周辺に６階建ての店舗兼用の賃貸住宅の整備に当たり、塩

尻市市街地再開発事業等補助金交付要綱に基づき、建築設計費や建物の解体に係る経費について補助金を支払っ

たものでございます。 

次に、７目交通安全対策費について説明をいたします。あわせて工事請負費等明細書６７ページをごらんくだ

さい。備考欄の白丸、交通安全対策事業諸経費の詳細につきましては、あわせて工事請負費等明細書６７ページ

をごらんください。最初のポツ、塩尻市交通安全対策委員会委員報酬３万３，５００円は、本市の交通安全実施

計画等の内容を協議し、交通安全及び交通環境に関する施策を計画的に推進するために実施した委員会の報酬で

ございます。次に、６つ目のポツ、交通安全教室等委託料５５７万９，２８０円は、交通安全教室などをＮＰＯ

法人交通教育とらふぃっくＳｉｓｔｅｒｓに委託したものでございます。 

次に、８目輸送対策費について御説明をいたします。備考欄の白丸、輸送対策事業の詳細につきましては、あ

わせて決算説明資料１０２ページ、工事請負費等明細書６７ページをごらんください。本事業は、市民生活に必

要な交通移動手段の確保と地域振興を目的に、地域振興バス１０路線を運行するための経費でございます。最初

のポツ、塩尻市地域公共交通会議委員報酬７万３，７００円は、道路運送法に基づき設置しています塩尻市地域

公共交通会議を２回行った経費でございます。ページをおめくりいただき、２０８、２０９ページをごらんくだ

さい。一番上のポツ、地域振興バス運行委託料９，２６８万４，４９４円は、楢川線大新東株式会社に１，９５

６万９，６００円で、その下の片丘線ほか８路線につきましてはアルピコタクシー株式会社に７，３１１万４，

８９４円で運行委託したものでございます。 

備考欄２つ目の白丸、駅前駐輪場等管理事業は広丘駅、みどり湖駅にあります自転車駐輪場を管理するための

経費でございます。一番下のポツ、駐輪場管理委託料４２万１，１２８円は、２つの駅の駐輪場の管理をシルバ

ー人材センターに委託したものでございます。 

続きまして、９目下水道事業費について御説明をいたします。白丸、下水道事業会計繰出金８億円は、総務省

基準により一般会計から下水道事業会計へ繰り出しを行ったものでございます。私からは以上でございます。 

○建築住宅課長 続きまして、５項住宅費１目住宅企画費をお願いします。３つ目の白丸、住宅事務諸経費１，

１１８万３，４１９円につきましては、市内の市営住宅等１８団地１０１棟５５８戸の管理運営に係る費用です。

５つ目の黒ポツ、弁護人委託料２６万４，１３７円につきましては、特定公共賃貸住宅の長期滞納に伴う明け渡

し訴訟及び強制執行１件に係る弁護士への委託料です。７つ目の黒ポツ、建物購入費８６８万９，９８６円につ

きましては、みどりが丘雇用促進住宅団地２棟８０戸について平成２２年１１月に締結した当時の独立行政法人

雇用・能力開発機構と売買契約に基づき、９年の年賦払いの８回目の支払いです。次の黒ポツ、強制執行予納金

７万２，３６８円は、先ほどの特定公共賃貸住宅の長期滞納に伴う明け渡し訴訟の判決確定により、松本地方裁
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判所が退去に伴う強制執行の実行により、松本地方裁判所の諸経費として１０万円を預けたうち、実際にかかっ

た裁判の費用です。なお、当該入居者については、昨年１２月１９日に退去しております。 

次の白丸、市営住宅管理維持補修費４，９４３万１，１４３円につきましては、市内の市営住宅等の管理運営

について、長野県住宅供給公社への指定管理委託と市営住宅等の補修の委託、また管理代行の委託を行ったもの

でございます。なお、２つ目の黒ポツ、特定公共賃貸住宅等指定管理料及び４つ目の黒ポツ、市営住宅管理代行

料につきましては、債務負担行為により平成３０年度から令和４年度までの５年間の契約になっているものでご

ざいます。３つ目の黒ポツ、維持補修費委託料２，６５１万９，６９８円につきましては、市営住宅等全団地１

８団地５５８戸の維持補修及び保守点検を管理代行及び指定管理者である長野県住宅供給公社へ委託したもので、

主な支出は吉田団地、みどりが丘団地住宅用火災警報器取りかえ、宮下団地、電気温水器取りかえなどでござい

ます。 

次の白丸、空き家対策事業２，２９４万９，８８６円につきましては、決算説明資料１０２ページ下段と１０

３ページ上段をあわせてごらんください。市内における管理不全のまま放置されている空き家等に対して塩尻市

空き家等の適正な管理に関する条例に基づき、空き家等の適正な管理を推進するための事務経費等、平成２９年

度まで移住・定住促進事業として実施しておりました塩尻市振興公社の空き家コーディネーターが行う移住・定

住促進事業に関する負担金と空き家補助金の空き家の利活用に係る費用になっております。４つ目の黒ポツ、住

宅ストック活用事業補助金１，４６７万２，０００円につきましては、居住環境を整備することにより、本市へ

の移住・定住を促進するため、塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金交付要綱に基づき、空き家の片づ

け、改修、解体に要する費用の２分の１で、かつ片づけについては１０万円、改修及び解体については５０万円

を上限に補助金を交付するもので、平成２８年度より実施し、昨年度が３年目となったものでございます。平成

３０年度は片づけなどの整備で１７件、改修で１３件、解体で１６件、トータル４６件に補助金の交付を行って

おります。その下の黒ポツ、空き家利活用事業負担金８１４万６，０００円につきましては、空き家を利活用し

て移住・定住を促進するために空き家の基礎情報調査及びデータベースの構築、市内不動産事業者との連携によ

るマッチングサポート、ワンストップ相談窓口の設置、空き家の利活用モデルの企画及び実践に関して空き家コ

ーディネーターを置いている塩尻市振興公社が取り組む移住・定住促進事業に対して負担金として支出したもの

でございます。 

次のページ、決算書２１０ページ、２１１ページをお願いいたします。２目建築指導費、備考欄１つ目の白丸、

建築確認等事務諸経費９２万７，４１２円につきましては、建築基準法の規定に基づく限定特定行政庁として建

築確認申請の審査、検査及び長期優良住宅の認定審査等の事務を行うための事務諸経費です。平成３０年度は建

築確認８２件、完了検査６６件、長期優良住宅認定４７件等を行ったものでございます。 

次の白丸、耐震対策等事業１，５５７万７，２８７円につきましては、決算説明資料の１０３ページの下段を

あわせてごらんください。４つ目の黒ポツ、耐震診断業務委託料５４２万円につきましては木造住宅８４件の耐

震診断に係る委託料で、社会資本整備総合交付金として国、県の補助金を受けながら実施したものでございます。

次の黒ポツ、耐震補強事業補助金１，００１万５，０００円でございますが、木造住宅耐震改修工事９件につき

まして、社会資本整備総合交付金対象事業として補助金を交付したものと、倒壊等のおそれのあるブロック塀等

の撤去工事１７件に補助金を交付したものでございます。ブロック塀等の撤去に係る補助金につきましては、昨
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年６月最大震度６弱を観測した大阪北部地震で小学校のブロック塀の倒壊により小学生が犠牲になったことが影

響したと思いますが、前年度４件から１７件と大幅に件数が増加しております。 

３つ目の白丸、県産木材住宅普及促進事業、決算説明資料は１０４ページ上段をあわせてごらんください。黒

ポツ、県産木材住宅普及促進事業補助金２，６３１万６，０００円につきましては、地域資源である県産木材の

利活用及び子育て世帯の本市への移住、または定住の促進を図るため、県産木材活用して住宅を新築、または改

修するものに対して新築については最大１５０万円、耐震改修にあわせて行う改修については最大３０万円を限

度に補助金を交付するもので、昨年度から開始した事業でございます。決算書備考欄に記載がありますように、

県産木材住宅の新築工事に１８件、２，５５０万円、改修工事に３件、８１万６，０００円を交付したものでご

ざいます。私からは以上になります。 

○農政課長 １１款災害復旧費に入らせてもらってよろしいでしょうか。ページのほうが飛びます。２６６ペー

ジ、２６７ページになります。１１款１項農林水産施設災害復旧費１目農業施設災害復旧費をお願いいたします。

工事請負費等明細書のほうは６ページ、あわせてお願いいたします。１つ目の白丸、市単農業施設災害復旧費１

４万４００円でございます。昨年、台風による倒木によりまして、小坂田池のフェンスが壊れまして、その復旧

工事を１件行ったものでございます。私からは以上です。 

○森林課長 続きまして、２目林業施設災害復旧費であります。工事請負等明細書は７、８ページ、それから６

０ページとなります。１つ目の白丸、市単林業施設災害復旧費８１５万８，０００円余であります。これは平成

３０年６月、７月に発生した大雨、また９月の台風によるものであります。２つ目の黒ポツ、災害復旧工事３カ

所４０７万１，０００円余は、林道３路線における３カ所の水路復旧、木柵工等であります。 

その下の白丸、林業施設災害復旧費（繰越）８５３万２，０００円であります。これは平成２９年１０月の台

風災害によるものでありまして、２つ目の黒ポツ、災害復旧工事８０２万８，０００円は、林道尾沢線のコンク

リートやブロック擁壁の根継工となります。 

次に、３目市単林業施設災害復旧費であります。先ほど災害復旧工事１カ所、４９４万６，０００円でありま

す。これも同じく林道尾沢線の橋梁の復旧であります。私からは以上です。 

○建設課長 それでは、引き続きまして、２項土木施設災害復旧費１目土木施設災害復旧費でございます。１つ

目の白丸の市単土木施設災害復旧費６，４２５万９，２４４円につきましては、１つ目の黒ポツ、清掃委託料１

４６万４，４８０円については、これは主には６月２８日、６月２７日等の集中豪雨でございますが、災害に伴

う路面復旧や側溝の泥揚げ等を行ったものでございます。その下の黒ポツ、支障木伐採等委託料１，９１０万１，

９６０円につきましては、９月の台風の強風によりまして倒れました風倒木等で市道の通行に支障となった樹木

の処理を委託したものでございます。委託明細書につきましては、６５ページとなってございます。次のページ、

２６８ページ、２６９ページをお願いいたします。１つ目の黒ポツ、重機借上料１，５８１万２，６０４円につ

きましては、崩落した土砂の撤去や路面の流出に伴う不陸整正等を行ったものでございます。最後の黒ポツ、災

害復旧工事２４カ所でございますが、こちらにつきましては、市道高ボッチ線の路肩の復旧工事や市が管理する

河川、水路等の護岸工事などを行ったものでございます。なお、工事請負明細書では３０ページから３２ページ

となってございます。以上８款土木費１１款災害復旧費の説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願

いをいたします。 
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○委員長 御苦労さまでした。それでは土木費と１０款災害復旧費、あわせて質疑を行います。委員のほうから

ございましたらお願いします。 

○古畑秀夫委員 １９５ページの道路パトロール業務委託、建設業界だか委託したようですけれども、どの程度、

パトロールで市道を回っていると思うのですが、幾日置きくらいとか、どのぐらい回っているか。わかりますか。 

○建設課長 決められた業者が毎月回っておりますけれども、詳細な日数等につきましては係長のほうから答え

させていただきます。 

○維持係長 道路パトロールにつきましては、市の建設業協会に委託をしておりまして、週に二、三日で市内各

地をそれぞれ班ごとに分けて回っている状況でございます。特に穴ですとか、そういったものを補修したりです

とか、道路の清掃等を行っているといった状況でございます。 

○古畑秀夫委員 週に二、三日ってことは、例えば１つの市道は何カ月も回らないってことかい。２日か３日に

１回、回ってくるってこと。そういうことじゃないの。 

○維持係長 班ごとに、例えば洗馬、大門地区において班ごとに回っているのですけれども、それで週二、三日

というような振り分けを行っております。ですので、例えば同じ市道であれば、きょうは洗馬の一部、今度は大

門の一部ってな感じで回ってきますので、地域におきましては、月に二、三回って回る形になるかと思います。 

○委員長 よろしいですか。 

○古畑秀夫委員 なかなか穴が塞がっていないで、ちょくちょく維持会へ話して、お願いして頼むようなことも、

ちょこちょこあるものですから、もうちょっとパトロールの回数、ふやしたほうが、お金はかかっちゃうと思う

のだけれど。いろいろ車のパンクだとか、どこか壊したとかってのも損害賠償の出されていますので、もうちょ

っと回ったほうがいいのじゃないかなと思うのですが、どうでしょうか。 

○建設課長 回数等、今、係長のほうから御説明がありましたけれども、ちょっとそういう状況もありますので、

今後、来年度の予算に向けて、協会のほうとも若干打ち合わせ等させていただきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○副委員長 １９３ページの道路維持費の委託料。不用額が２，２００万円余あるのは、雪が降らなかったせい

だと思いますが、この繰越明許費の２，２１４万円、この中身は何ですか。 

○建設課長 もう一度、済みません、何ページとおっしゃいましたか。 

○副委員長 １９３ページの道路維持費の１３節委託料の不用額は雪が降らなかったから不用額と。ところが繰

越明許費が２，２１４万円あるのです。この中身は何かと。 

○建設課長 これにつきましては、令和元年に繰り越しをいたしました人道橋の撤去にかかわる委託料の繰越明

許でございます。仮設の詳細設計となってございます。 

○副委員長 ＪＲへ委託した分ですね。 

○建設課長 ＪＲコンサルというところへ委託をしてございます。 

○委員長 設計委託。ほかに。 

○古畑秀夫委員 ２０３ページの公園管理の関係ですが、これは除草や何かの委託はどこへお願いしているのか、

年間の回数なんかというのはどの程度になっているか、お願いします。 
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○都市計画課長 公園の除草等につきましては、一応公園パトロールがおりますので、そのパトロールによって

雨が降って天気がいいときは伸びますので、何回という形で決まってはおりません。一応、伸び方を見まして、

シルバー人材センターへお願いする分と、あと、シルバー人材センターだけでは人手が足りないということで、

民間の普通の業者へお願いする分という形で分けてございます。 

○古畑秀夫委員 公園パトロールは、これも委託してあるっていうことです。 

○都市計画課長 公園パトロールにつきましては、一応、臨時職員という形で２名雇っておりまして、一応４月

から１２月と、あと１月、２月は、冬場ですので、雪降ってないということで、３月にまたお願いをしまして、

年間１０カ月で２名の臨時職員を雇っている状況でございます。 

○古畑秀夫委員 ことしのように雨が降りますと、草も本当に伸びて、ややというようなところも身受けられた

ので、ぜひ、パトロールを強化して。たしかに、今、シルバーさんも人手不足になったり、いろいろしていると

いうふうに思いますが、ぜひ管理のほう、お願いしたいと思います。 

○委員長 要望でよろしいですか。 

○古畑秀夫委員 はい。 

○委員長 ほかに。 

○中村努委員 住宅費です。２１１ページ、県産木材の住宅普及促進事業補助金ということで、当初予算より大

分申請が多かった企画ですけれども、今年度の見込みと言いますか、実績、見込み等はどんな感じでしょうか。

予算で足りているのか、足りそうもないのか。 

○建築住宅課長 今年度につきましても２，０００万円の補助金に対して、４月当初でいっぱいになってしまっ

たということで、６月補正で補正増させていただいた経過がございます。その予算の補正増した分まではいって

ない状況でございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○中村努委員 はい。 

○委員長 ほかにいかがですか。 

○中村努委員 細かいことなのですが、２０７ページの交通安全対策事業諸経費の中の備品の中に手持ち歩行者

用信号機２点ってあるのですが、どういったもので、何に使うのですか。 

○都市計画課長 これは保育園ですとか、そういったところで実際にこの信号機を使いまして、模擬のこういっ

た室内で場所をつくって、子供たちにその場で手を挙げて渡るとか、そういった教室をやるために使用をするも

のでございます。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○古畑秀夫委員 空き家対策の関係、２０９ページか。特定空き家、決算説明資料だと特定空き家４件のうち、

勧告を行った１件について解体及び利活用について調整を所有者に行いましたということだけれど、特定空き家、

あと残りの３件はそのままになっちゃっているということでしょうか。 

○建築住宅課長 特定空き家の残り３件、今、現存しているのですが、そのうちの２件については所有者と連絡

もとれていまして、その方に管理等をお願いをしている中で、今回１件の解消に至ったケースがありますので、

そのケースで解体補助金を活用して、建物壊さないで、いずれにしろ、解体するに当たって、費用がなかなか捻
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出できないという事情があって解体に至らない、所有者の費用負担が難しいというところもあって、今回、解体

補助金等使って、なおかつ、建物を壊さないで、その土地を売ることによって、その土地代で解体費を賄うよう

な形で１件解消に至ったというケースがございまして、そういったケースを活用して、もう１件についても、今、

話しかけをして、解体をしないで解体する建物もつけて売るというような形で、今、申請者に相談をかけている

ものが１件ございます。もう１件については、住宅の所有者が大阪方面にお住まいで、住宅を転々とされている

関係で、住宅の所有者の方に行き着いていないという物件が１件ございます。それと、もう１件については、途

中で部分的に危ない部分があって、その部分については一部解体をしていただいたということで、その急な分に

ついては対応していただいているということで、今すぐ危険なものっていうことはないような状況でございます。

以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

○古畑秀夫委員 次、いいですか。 

○委員長 結構です。 

○古畑秀夫委員 何ページだったか、野村桔梗ヶ原の関係のやつが遅れて、いわゆる事業短縮を要望、組合員か

ら多くの要望があって、業務代行方式の導入について検討というようなことですが、これはどういう方式なのか。

それで、これやると、かなり短縮になるということなのか、説明をお願いします。２０５ページか。 

○都市計画課長 業務代行方式につきましては、現在組合のほうで、委員、おっしゃいましたとおり、事業期間

を短縮をしたいという強い要望がありまして、そのためにはどのような形で事業を進めたらいいか。また、今回、

野村桔梗ヶ原は工業団地という形での整備になりますので、当然企業のほうも、今、企業誘致等、関係で、大分、

その土地を探している業者も多いということで、そういったことから、事業期間を短縮しまして、なるたけ早く、

保留地を売却していきたいということで展開しています。その中で、業務代行方式という方式を検討をし、現在

は業務代行方式という方式を取り入れるという形で事業を進めております。業務代行方式というのは、事業の、

今回の場合は、ほとんど全ての部分をその業者が区画整理事業の、要するに地元の、要するに換地業務ですとか、

工事ですとか、そういった作業を、一応、一括して代行しまして、業者主導で事業を進めていくといった形で、

通常でありますと、市の予算ですとか、そういった予算を絡めながら事業を進めていくことになりますので、資

金調達が非常に限られてきますので、事業の期間がかかってしまうのですけれども、その業者が資金調達をしま

して、事業費を立てかえ払いをしていきますので、業者主導で資金調達も非常にしやすいっていうか自由に動か

せますので、事業が途切れなく、年度とか関係なく、途切れなく事業、進められるといったぐあいで事業短縮で

きる。 

また、区画整理事業については、組合が設立してから、約１年間換地業務という業務が必ず発生してまいりま

すので、１年間はどうしても計画期間がありまして、その換地業務を終了した後に工事が始まるといったぐあい

になるのですけれども、今回、業務代行を一応取り入れることによって、換地作業を組合が立ち上がる前に業者

が先行投資をして換地作業を地元調整を行って行うことで、組合設立後、すぐに工事がスタートできるといった

ことで、業務の期間が短縮できるといったようなメリットがございまして、今回そういった方式を取り入れさせ

ていただいている状況でございます。 

一応、プロポーザルを８月下旬に行いまして、来週、一応その業者、一応決定しております。候補者というこ
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とで決定しておりますので、その候補者が準備組合の総会へ出向きまして、一応今回提案をした内容を、組合員

全員に説明をしまして、そこで組合で総会でそこの業者に決めるかどうかという議決をとりまして、決定すれば

正式に業務代行者という形で組合と業者が契約ですとか、覚書というものを締結しまして、一応、業務代行方式

を取り入れて事業を進めていくということが決定することになっておりますので、一応、最終的には、来週の準

備組合の総会で決定するということで、今のところ進めている状況でございます。 

○古畑秀夫委員 以前、本会議でも、永井委員や何かも聞いたときに、なるべく短縮しろと言ったけど、３年と

か４年とかみたいなことを、去年だか、ことしの春だかの質問で出されていたけど、そうすると、１年近く短縮

ができるってことですか。 

○都市計画課長 今の業者からの提案ですと、通常のスケジュールに対しまして、約２年短縮できるということ

で提案をされていますけれども、これも一応、あくまでも予定でございますので、おおむね２年という形で私ど

もも理解していくところでございます。 

○古畑秀夫委員 そうすると、そのとおりにいくとすれば、何年ごろ、なるってことですか。 

○都市計画課長 一応、組合設立が、県の、今、区域編入、市街化編入の手続をしていますので、それが終わる

のが来年度末、なので令和３年３月までにはその手続が終わりますので、それと同時に組合が設立できる。だか

ら、遅くも令和３年３月までに組合設立します。令和３年４月以降に仮換地総会を行いまして、一応、それで仮

換地が決定するといった、それ以降、すぐに工事、着手しますので、令和３年度に工事、着手しまして、一応３

年、令和４年、令和５年ということで３カ年の予定をしているのですけれども、一応、保留地につきましては、

早ければ令和４年度中には売却が可能になってくるといったぐあいで、今のところ計画しておりますし、あと、

業者の提案ですと、今年度末くらいまでに、ある程度、保留地を売却する業者まで、一応、業者をある程度、決

めていきたいといったぐあいでの提案がありましたので、そういった部分についても並行して、早期な、業者を

決めて、早く、今の野村桔梗ヶ原のあの地区に新しい業者が来るといったことを、今、想定しております。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

私から２点ほど、よろしいですか。１９３ページの長野県有料道路通行券購入。この県の有料道路の通行券を

市が代行して販売をするってことなんだろうけども、この仕組み、この前から聞こうと思っていたのですが、ど

ういう経過で、しかも三才山トンネルのこれは通行券だということのようですが、経緯、理由、これがわかれば、

お願いをしたいと思います。 

○建設課長 経緯のほうはまた、調べさせていただきますけれども、システムといたしましては、通行券の６割

で市が購入いたします。それで購入した券を個人の方に５０％、半額で売るということで、市が１０％負担をし

ます。あと、残りの４０％は公社と長野県で負担をしているっていうことで、利用促進っていうことが多分主な

ものではないかと思っております。いつから始まったっていうのが。ちょっとお待ちください。 

○委員長 三、四年前だったかな。 

○建設課長 済みません、後ほど調べさせてもらって、お答えをさせていただきます。 

○委員長 これから、ずっと、そういうのが。市民でこれを利用する方っていうのは、広域で営業に回るだとか、

そういう頻度の高い方が回数券で買うとか、そういう買い方になるわけですか。利用される方は。 

○建設課長 そうです。利用、朝とか夕方、時間帯がたしか決められていたかと思います。その時間帯に利用さ
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れる方はこの券を買ってということで購入をして、利用をしているということでございます。詳細については、

また係長のほうで調べてお答えをさせていただきますが、そういう形で利用しているということです。これもた

だ、もうしばらくすると多分、全てが無料になるようなことをちょっと聞いていますので、その辺も後でわかる

範囲で調べてお答えさせていただきます。 

○委員長 三才山線以外には、こういう対象になる路線、道路はないということでよろしいですか。 

○建設課長 三才山と新和田トンネル。前は、平湯があったのですけれども、平湯は無料化になったものですか

ら、今は三才山と新和田がその対象となっております。 

○委員長 ありがとうございました。もう一点。２１１ページのブロック塀の撤去工事の耐震補強補助金ですが、

前年４件から１７件にふえたってことなのですが、今後の見通し、それによって市内の危ない塀がなくなると、

そういう認識でよろしいかどうか。 

○建築住宅課長 今年度から一部要綱を改正をいたしまして、緊急避難道、もともと国道が緊急避難道というこ

とで、補助金の上乗せというか優遇措置があったのですが、さらに避難場所、地域防災計画に載っている避難所

から外縁２００メートル範囲、あと、県道に関しては２分の１の補助金に対して３分の２というふうに補助率を

上げたということで、さらに避難所周りのものについて改修を図りたいということと、今年度、始めたばかりな

のですが、学校周辺の危険住宅、危険なブロック塀のあるところに、お宅にポスティングということで、こうい

う補助金がありますよというようなものを始めたところです。 

また、国道の緊急輸送道路については、昨年度、今年度とポスティングということで、危険なブロック塀と思

われるところには、補助金の要綱をポストに投函して優先していますが、実際はそれが全て解消されているかと

いうと、なかなか全てがブロック塀、解消されているという現実ではないと思っています。以上です。 

○委員長 もとは市道に隣接する、接するっていう、たしか条件がありましたよね。それが緩和されて、要は、

もともとの原則が４メートル道路に接していないとっていうところで、それだとっていう話があって、それが緩

和されたっていうように理解もしておりますが、その延長で、今言う、避難所周りだとか、学校の近辺だとか、

そういうものが追加をされて、緩和をされているって、そういう理解でよろしいですか。 

○建築住宅課長 昨年、委員長からありましたように、その関係も要綱を改正して、市道だけじゃなくて公共の

用に供するような道路についても補助対象ということで、対象に要綱改正をしております。ただ、そのものが実

際に、今、出てきているかというと、まだそういったものに対しては、まだ補助金の申請が出てきていないよう

な状況でございます。 

○委員長 なるほど。今後は促進をしていくということで、もう１年、２年で打ち切りしちゃうとかってことで

はないという理解でよろしいですか。 

○建築住宅課長 可能な限り、財政的な話もありますので、耐震対策として、今、住宅のほうが、なからという

言い方も変ですが九十何％まできていますので、今度はそういったところの対応策ということで、推進していき

たいと思っております。 

○委員長 ありがとうございます。ほかにございましたら。 

○古畑秀夫委員 １９９ページの河川の関係ですけど、これは市にかかわる部分だったりすると思うのですけど、

奈良井川も小曽部川もそうですけど、川の中に大きな木が生えて、特に太田橋のあの辺のところなんか、川幅幾
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らもなくて、木がぞくぞくになっちゃって。最近の集中豪雨というか、そういうことがあちこちで起きている中

で、県にこれは要請していただくしかしょうがない部分もあるのだけれど、何とかしてもらわないと、大水出た

とき、あの辺、太田、どうなっちゃうかなというような、心配もあって。ぜひ、そういうところも関心持って市

も見ていただいて、余りにも大変なところは少しずつ橋かけかえている、今村橋のあの周辺とか、少しずつ木は

切ってはいるようですけど、特にひどいところは市でも見ていただいて、県のほうに要請してもらいたいと思う

のですけれども。 

○建設課長 今、おっしゃっているとおり、かなり、そういうところもあったりいたしますので、また、区の要

望というものも出てくる、今、取りまとめをしているところもありますし、今、言われたような場所、確認をさ

せていただいて、県の奈良井川改良事務所とかそういうところへ要望をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長 よろしいですか。 

○古畑秀夫委員 お願いします。 

○委員長 ほかに。よろしいですか。災害復旧費も含めて。それでは、一応、質疑、一般会計に関してはここま

でということでよろしいでしょうか。これまでの部分でこれはという部分があれば。よろしいですか。 

それでは、自由討議を行います。自由討議ございませんか、この際。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第１号については、当委員会に付託をされました部分につきまして、

決算を認定していくということでございますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認めます。議案第１号については、全員一致をもって認定すべきものと決しました 

次に進みます。きょう、なるべくそこまで。一応予定としては、水道事業会計までやりたいというところでお

りましたけれど。なから想定した時間で来ておりますが、執行側の多分御都合もあって、そういうおおむねの予

定で組んでおりますので、ここで１０分休憩を入れて、水道事業会計だけ、やってしまいたいと思います。 

では、若干休憩を入れます。１０分間。 

午後３時４５分 休憩 

――――――――――― 

午後３時５５分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

○建設課長 先ほど有料道路の件でお答えがとまっていまして、今、調べまして、趣旨といたしましては有料道

路の利用者、通勤者、通学、通院の方の経済的負担を軽減するためということでございます。これ、長野県のほ

うが先に始めていまして、長野県が平成２６年４月から始めております。塩尻市の始めたのが平成２７年１月か

ら始めております。利用時間が決められておりまして、今、利用できるのは６時から１０時まで、それと１６時

から２１時まで、合わせまして９時間ということでなってございます。あと、三才山と新和田トンネルの関係。
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三才山につきましては令和２年の夏、新和田については令和３年度からの無料開放の予定ということで、そうい

う予定にはなっているということで、お聞きをしているところでございます。あと、実際には白馬長野トンネル

というも長野県では行っているのですけれども、塩尻市の市民の方がそこを使うっていうのが、利用頻度がない

ということで、塩尻市では三才山と新和田の利用券を補助をしているということでございます。 

○委員長 ありがとうございました。長野県がこれを促進するということで、周辺市町村は、みんなこれに同じ

ような形で、例えば松本市だとか、山形村だとかっていうことで、同じように、これはやっているという理解を

してよろしいですか。 

○建設課長 松本市は行っていますけども、村については、多分、朝日村とかはやってないのじゃないかなと、

調べてはいないのですけれども、市では松本市やっていますけれど、朝日村とかは、多分やってないかと思いま

す。済みません、確信ではないので、また調べて後日には。 

○委員長 結構です。 

○建設課長 いいですか。済みません、お願いいたします。 

○委員長 松本もやっていると、横一線という部分があるということですね。了解いたしました。ありがとうご

ざいました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第７号 平成３０年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

○委員長 それでは、平成３０年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定についてを議題といたします。

説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは別冊になりますが、こちらの水道３会計の決算書をごらんいただきたいと思います。

塩尻市水道事業会計決算２ページをお願いいたします。１の概況につきましては、本会議で部長から説明があり

ましたので省略させていただきます。 

続きまして、４ページをお願いいたします。２の議会議決事項等になりますが、平成３０年度に行いました議

会の議決事項と報告事項を記載してございます。 

次に、５ページ、６ページをお願いいたします。ここでは、職員に関する事項と（６）その他に他会計の補助

金等に係る特定収入の使途を記載してございます。 

７ページをお願いいたします。２、工事になりますが、建設改良費で施工した６３件と４億５，５００万円余

の工事の概況、その一覧表を７ページから１０ページまで記載してございます。 

次に、１１ページをお願いいたします。３、業務になります。初めに（１）業務量、ア、水源における業務量

でございますが、この表の真ん中、総配水量につきましては、表の一番下ですが、合計で８６９万７，６５１立

方メートルとなりました。 

その下の表、イになりますが、給水業務、ア、有効水量でございますが、平成３０年度の有収水量は７２７万

４，０６２立方メートルで、前年度と比べ９万７，４８９立方メートル増となりましたが、一番右の有収率でご

ざいますが、８３．６％で前年度と比べまして０．５ポイントの減となっております。 

次に、その下のイ、普及状況でございます。一番右の給水普及率は戸数、人口ともに前年度同様、９９．９％

でございます。 
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１２ページをお願いいたします。１２ページの一番下、下段ですが、ウ、管路延長でございます。平成３０年

度末の延長の合計は６３万６，３６０メートルで、前年度と比べ３，２０１メートルの増となっております。 

続きまして、１４ページ、１５ページをお願いいたします。４の会計でございます。１４ページには、（１）重

要契約の要旨として契約金額１，０００万円以上の工事契約１４件と１５ページには契約金額２００万円以上の

委託契約１２件の明細を記載してございます。 

続きまして、１６ページをお願いいたします。企業債の概況でございます。まず、本年度のア、借入状況につ

きましては、配水管建設工事に係る１億８，５３０万円余の借り入れをしてございます。 

次に、その下、イ、償還状況につきまして、借入総件数合計１１２件のうち、償還した元金は１０５件、３億

４，６２７万円余、支払利息は１１１件、１億２３７万円余をあわせた右の合計４億４，８６５万円余の償還を

してございます。 

ページ飛びまして、３１ページをお願いいたします。３、収益費用明細書になりますが、税込みで記載してご

ざいます。主なものについて、それぞれ担当課長から説明をさせていただきます。 

まず収益の部、１款１項１目水道料につきましては、１４億７，７７３万５，０００円余で、前年度と比べ１，

６７１万７，０００円余、１．１％の増となっております。また、水道料金の算定となった調定給水量は７２１

万４，９２７立方メートルで、前年度と比べ５万７，４８９立方メートル、０．８％の増となっております。ま

た、現年度収納率につきましては９８．２％で、前年度と同率となっております。 

次に、３つ下、３目３節他会計負担金の８，０４７万１，０００円余につきましては、使用料徴収費として下

水道事業会計及び農業集落排水事業会計から負担をいただくものでございます。 

その下の施設負担金２，８９２万９，０００円余につきましては、給水装置の新設や改造に伴う新規加入、口

径変更に係る施設負担金です。 

３２ページをお願いいたします。２項３目資本費繰入収益の５０５万１，０００円とその下の補助金、１，８

４３万４，０００円につきましては、企業債の元金償還金と利子償還金及び消火栓用水に係る費用で、一般会計

からの繰入金でございます。 

その下の６目長期前受金戻入、２億９２３万３，０００円余につきましては、過去において建設工事に伴い、

その財源として交付された補助金負担金について貸借対照表に計上した上、減価償却の見合い分を順次収益化し

ているものでございまして、伝票上で振りかえ処理を行うもので、実際の現金収入は伴わないものでございます。 

続きまして、このページの一番下になりますが、３項３目その他特別収益ですが、吉田地区排水施設に係る長

野県への無償譲渡に関するもので、無償譲渡資産に見合う特別工事負担金の長期前受金戻入分を特別利益として

計上したものでございます。私からは以上です。 

○上水道課長 引き続きまして、決算書３３ページをお願いいたします。１款１項１目原水及び浄水費をお願い

いたします。一番下、１８節通信運搬費２１２万２，３３５円につきましては、ＮＴＴ専用回線使用料１７４万

２，６２４円につきまして、市内の水道施設の監視用のテレメーターの専用回線の使用料になります。 

続きまして、３４ページをお願いいたします。２０節委託料３，４１２万５，８１２円につきまして、主なも

のにつきましては備考欄１つ目の黒ポツ、水質検査業務委託料１，４８４万９，６７６円。これにつきましては、

水道法に基づきまして実施をしました原水及び浄水についての水質検査委託料になります。５番目の黒ポツ、水
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道事業スラッジ処理業務委託料につきましては、各浄水場の処理過程で発生しました汚泥処分で、床尾浄水場、

小曽部浄水場、合わせまして２８４．７４トン、また上西条浄水場で３７．１４トン、楢川浄水場１０．５２ト

ンの汚泥抜き取り、搬出、運搬、処分をしたものでございます。その下の黒ポツ、中央監視装置点検業務委託料

４５３万６，０００円につきましては、床尾浄水場に設置されております塩尻市上水道施設遠隔監視装置の点検

委託料になります。 

続きまして、２３節修繕費をお願いいたします。２，２６１万８，０５９円につきましては、各浄水施設の機

器修繕工事によるもので、その主なものにつきましては、床尾浄水場ろ過池水計交換等で９件、２１０万２，７

６０円、上西条浄水場ＩＴＶ装置画像サーバー修繕等で７件、９１１万７，３６０円、小曽部浄水場浄水濁度計

修繕等４件としまして２００万５９２円、その他配水池、ポンプ室等修繕１６件で６２０万１３７円となります。 

続きまして、２８節動力費をお願いいたします。４，０２２万６，３３４円につきましては、浄水場を含めま

したポンプ機場や配水池等の水道施設の電気料となります。 

続きまして、３５ページをお願い申し上げます。３８節受水費２億８，９０６万８，８４８円。この主なもの

につきましては、松塩水道用水の受水費２億８，８２６万１，９４８円でございまして、松塩水道用水本山浄水

場から１日１万６，５００立米を年間受水している費用となります。 

続きまして、２目配水及び給水費をお願いいたします。２０節の委託料になります。１，５８２万６５６円の

主なものでございますけれども、１つ目の黒ポツ、マッピング管理台帳修正業務委託料２６４万６，０００円。

こちらにつきましては、平成２９年度の施工配水管のデータ更新をしたものでございます。また、その下の黒ポ

ツ、マッピングシステム保守業務委託料９６万８７６円につきましては、システムの保守業務となっております。 

続きまして、３６ページをお願いいたします。２６節の修繕費になります。７，３６０万３，６３６円でござ

いますけれども、２つ目の黒ポツ、鉛製給水管解消工事４，１５６万９，２００円につきましては、平成２９年

度からの繰越分２３８件を行ったものでございます。私からは以上です。 

○経営管理課長 続きまして、３７ページをお願いいたします。上から２つ目になります。委託料でございます。

１億５，９９７万８，０００円余につきまして、主なものでございますが、一番上の黒ポツ、水道料金等徴収業

務委託料１億９２３万７，０００円余は、民間委託２年目となりましたお客様センターへの徴収業務委託料です。

その下の黒ポツ、上水道システム・公営企業財務会計システム更新業務委託料２，０５４万１，０００円余は、

５年に１度のシステム更新に伴う更新委託料でございます。一番下の黒ポツ、検定有効期間満了量水器取替業務

委託料２，７４７万２，０００円余につきましては、計量法による水道メーター使用期間が８年と定められてお

り、該当します５，３６０件分の取りかえ業務を委託したものでございます。 

続きまして、その下の２１節手数料７５４万２，０００円余につきましては、水道料金の収納に係る金融機関

とコンビニ収納取り扱い手数料が主なものでございます。 

続きまして、２つ下の３０節材料費６６８万９，０００円余につきましては、計量法によるメーター交換に係

る令和元年度に取りかえ予定のメーター購入代でございます。 

続きまして、３９ページをお願いいたします。中ほど、下になりますが、６目減価償却費の６億８，２９９万

５，０００円余につきまして、平成３０年度の減価償却費を計上したものでございます。 

その下の７目１節固定資産除却費の９３４万６，０００円余につきましては、平成３０年度の建設改良工事に
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伴い不用となった有形固定資産等の除却費が主なものとなっております。 

４０ページをお願いいたします。２項１目１節の企業債利息の１億２３７万６，０００円余につきましては、

先に説明いたしました企業債の利息の支払いでございます。その下、消費税３，８６１万５，０００円余につき

ましては、平成３０年度の消費税の納税額でございます。 

このページの一番下になります１０目その他特別損失につきましては、吉田地区配水施設に係る長野県への無

償譲渡に関する固定資産の譲渡損が主なものでございます。 

続きまして、４１ページをお願いいたします。４、資本的収入支出明細書になります。主なものについて説明

をさせていただきます。収入の部、１款１項企業債の１億８，５３０万円につきましては、建設改良費の財源と

して借り入れたものでございます。次に、他会計負担金、２つ下になりますが、他会計負担金の２，１２９万１，

０００円余につきましては、消火栓１４基分の新設更新工事に係る一般会計からの負担金でございます。続きま

して、その下、建設工事負担金の７，１９０万２，０００円余につきましては、塩尻駅北土地区画整理事業に伴

う配水管布設工事負担金と吉田地区配水施設整備事業に係るセイコーエプソン拡張に伴う舗装復旧工事などに係

る特別工事負担金等でございます。 

次に、４項１目他会計補助金の２，５４０万１，０００円につきましては、簡易水道事業に係る企業債元金分

の一般会計からの繰入金でございます。私からは以上です。 

○上水道課長 続きまして、支出の部、４２ページをお願いいたします。１款１項２目配水施設費をお願いいた

します。２６節工事請負費ですけれども、２億３，３７９万２，９７１円につきまして、主なものですけれども、

１つ目の黒ポツ、配水施設整備事業につきましては配水管の改良工事としまして、１２工区１億１，８５３万５，

９５０円です。また、撤去工事２工区としまして、３２４万円。布設工事２工区としまして、３，８４９万１，

２００円を支出したものでございます。その下の黒ポツ、東山水系水道システム再構築事業につきましては、今

年度事業完了を目指す中で、新しい配水池から既存配水池への配水管布設工事を２件、２，５２１万７６０円で

行ったものでございます。その下の黒ポツ、上水道関連舗装本復旧工事につきましては、平成２９年度に行われ

ました野村配水池からの配水管布設工事に伴います舗装本復旧工事等といたしまして、５路線の工事４，５６７

万１，０４０円を支出したものでございます。 

続きまして、４３ページをお願いいたします。３目浄水施設費２６節工事請負費１億６，１１９万６，４８０

円につきましては、１つ目の黒ポツ、浄水施設整備事業としまして、各浄水施設の機器等、耐用年数が経過した

もの、また機能に障害等が発生したものから随時計画的に更新を行っているものです。１１カ所の工事としまし

て、９，７９５万６，０００円。また、その下の黒ポツ、東山水系水道システム再構築事業、ポンプ室建築工事

と電気計装工事につきましては、平成２９年度からの繰越工事として行ったものでございます。 

続きまして、４４ページをお願いいたします。４目受託建設費２６節工事請負費６，００３万５，１２０円に

つきましては、他事業関連により消火栓新設工事、また、塩尻駅北土地区画整理事業関連等によりまして、配水

管の布設工事を行ったものでございます。 

○経営管理課長 続きまして、４５ページをお願いいたします。２項１目企業債償還金の３億４，６２７万５，

０００円余につきましては、企業債元金償還金でございます。 

ページを戻りまして、２２ページをお願いいたします。損益計算書になります。１年間の経営状況をあらわす
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もので、税抜きで記載してございます。一番上の１の営業収益、この合計から２の営業費用を差し引いた営業利

益でございますが、一番営業利益の右側にありますが、中ほど、右側の６，４８０万２，０００円余となってお

ります。この営業利益に３の営業外収益を加えまして、そこから４の営業外費用を差し引きました経常利益でご

ざいますが、その右側の金額１億９，１５０万４，０００円余となっています。 

次に、この経常利益に、５の特別損益を加え、６の特別損失を差し引いた当年度純利益は下から４行目の金額

１億３，３９７万円余となっております。この当年度純利益に、現在積立金の取り崩しによる１億７，７７６万

６，０００円余を加えた、当年度未処分利益剰余金は、一番下の３億１，１７３万７，０００円余です。前年度

と比べまして１，９１９万２，０００円余、５．８％の減となっております。 

ページ飛びまして、２５、２６ページをお願いいたします。貸借対照表になります。１年間の財政状況をあら

わすもので、税抜きで記載してございます。まず、２５ページ、資産の部でございますが、この中ほど１の固定

資産合計と、一番下、２の流動資産合計、この合計額で一番下の資産合計は１６４億２，７５７万６，０００円

余で、前年度と比べ９億１，４６５万６，０００円余、５．３％の減となっております。 

次に、２６ページになります。上段、負債の部でございます。３の固定負債の合計と、４の流動負債の合計、

また５の繰延収益の合計を合わせました負債合計は９５億８，０５６万８，０００円余となっております。 

その下の資本の部につきましては、６の資本金合計と、下から３行目の７の剰余金合計を合わせました資本合

計は、下から２段目の６８億４，７００万８，０００円余となり、一番下の負債資本合計は、資産合計と同額と

なっております。 

ページお戻りいただいて、２３ページをお願いいたします。下段の４、平成３０年度水道事業剰余金処分計算

書（案）をお願いいたします。先ほど説明申し上げました当年度未処分利益剰余金３億１，１７３万７，０４５

円の処分について、公営企業法の規定に基づき、議会の議決により処分をお願いするものでございまして、その

処分案として、表の右側に記載のとおり、まず当年度純利益となりました１億３，３９７万６９６円を減債積立

金に積み立て、その残りの１億７，７７６万６，３４９円を自己資本金へ組み入れることについて議決をお願い

するものでございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 御苦労さまでした。それでは、上水道会計につきまして、質疑を行います。委員のほうから質疑ござ

いましたらお願いします。 

○中村努委員 １つ、３２ページの特別利益の９，９００万円。もう一回、わかりやすく具体的に説明してくだ

さい。 

○経営管理課長 この９，９８９万２，３１２円の特別利益でございますが、この備考欄にも書いてありますと

おり、長期前受金戻入という説明がありまして、性格的には、この２つ上にあります長期前受金戻入のところに

本来属するものでありますが、これはこの建設工事で建設工事負担金としていただいたお金が、本来対象となっ

た建物が、今回無償譲渡したわけなんですが、無償譲渡しなければ耐用年数に応じて、例えば４０年の建物であ

れば、４０年にわたって、そのいただいた建設工事負担金から、その資本金としていただいた、ある建設工事負

担金から毎年その歩合に応じて収益化していくものであるのですが、これが譲渡して、その建物が一気に長野県

にわたってしまった関係で、例えば４０年だとすると、それが年次ごとに収益化されるものが一度にその部分が

９，９００万円、ほぼ１億円になるのですが、一度に収益化をして特別収益として計上しました。これが、長期
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前受金戻入に計上しなかった理由は、やはり１億円近いお金が、長期前受金戻入に計上されますと、いわゆる経

営状況を示す計上収支比率っていうものがあるのですが、この収支に非常に影響を与えてしまうので、そういっ

たこの特別なものについては、長期前受金戻入ではなくて、その他特別利益という形で計上させていただいてい

るということでなります。以上でございます。 

○中村努委員 どこの施設とかは、そういうこと。 

○上水道課長 施設につきましては、平成２９年度に野村の配水池を築造いたしました。松塩水道から用水をい

ただく関係で、あの敷地内に松塩用水の計量器室、どのぐらい使ったかっていう、はかったりする計量器室です、

その建物、また、そこへ入ってくる丘中の南側に松塩水道用水の管が入っているのですが、その南から野村配水

池まで２５０の配水管を持ってきているわけなのですが、それはあくまでも松塩水道用水の財産という形になる

ものですから、市で工事をしまして、その送水管ですか、計量器室に入るまでの送水管を無償譲渡してお渡しし

たということですし、計量器室の建物、土地等についてもお渡ししたということになります。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○中村努委員 １１ページの業務の水源についてですけど、松本市の受水っていうのは、これはどこのことでし

ょうか。 

○上水道課長 松本市からはですけれども、崖の湯、また、松本空港の緩衝緑地の部分、また、岩垂原、片丘の

南、田屋北、それから岩垂原の空港東地区になります。 

○中村努委員 わかりました。同じページで、有収率が０．５％下がったのですが、この有収水量がふえて、有

収率が下がったっていうのは、主な原因はどこにあるわけですか。 

○上水道課長 配水量につきましては、全体で１６万立方メートルほどふえているということなのですけれども、

この有収率が下がった要因としましては、無効水量が、その占める割がふえたということで、具体的には漏水が

ふえたということになります。漏水につきましても宅内の、二次側っていうか、お宅様の中で漏水している箇所

もありますし、市道上の配水管が漏水しているっていうところで、その量が全体でふえたということになります。 

○中村努委員 この表の見方ですが、無収水量ってありますよね。これが漏水の量でいいですか。 

○上水道課長 漏水につきましては、無効水量になります。無効水量の７９万２，８６９立方メートル、これが

漏水等の量になります。無収水量っていいますのは、その上のところの欄を見ていただきますと、有効水量とい

うことで、有効に使われているけれども、収入につながっていないということで、例えばですけれども、冬期間、

どうしても配水管等が凍結してしまうということで、うちの管理上、かけ流しをしている部分ということで、管

理上、使っているものについては、ここで無収水量という形になりますけれど、その隣の無効水量、これについ

ては有収、お金にならないということで、例えばですけれども、宅内の漏水については減免する措置もあります

けれど、こうした減免した水量と、また配水管の漏水量等になります。 

○中村努委員 この無収水量、今、説明があったとおりだけど、平成２９年度と平成３０年度と全く同じってい

うのは、はかっているわけじゃない。 

○上水道課長 先ほど、松塩水道のところに出てきましたが、計量器室等、そういったメーターが全てついてい

れば、テレメーター等で全部監視して全部集計するのですが、そんなに大きな配水管でどんどん出しているわけ

ではございませんので、年間計算で、もう決まった量を引き算しているということで、ここのところは、毎年こ
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の６３万７２０立方メートルということで、同じ数字にしております。ですからこの表の中で、もう固定してい

る部分もあるものですから、本当のところ、この無効水量のほうにしわ寄せがいきますので、計算上で下がった

という部分もあるかと思います。 

○委員長 今のは、結局は誰も、きわめてもわからない数字っていう解釈をしてよろしいですか。 

○上水道課長 過去の担当の中から、例えばですけれども、計算的には１時間７２トンの２４時間の３６５日と

いう計算をして、それをやっているってことで、特別なものがあればこれにプラスしたりしておりますけれど、

そういった計算で引き継いでおります。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。よろしいでしょうか。 

○古畑秀夫委員 水道管、はしけてっていうようなのが、何回かあったか、平成３０年度はどのぐらいあったか

わかりますか。 

○上水道課長 細かいものはたくさんございますけれども、大きなところでは田川町で電柱建てかえのときにボ

ーリングで破損してしまって、濁り水が出てしまったということがありますけれど、あと、細かいものについて

は、たくさんございますので数まで把握してございません。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。よろしいでしょうか。それでは、質疑、以上なしということで、よろしい

でしょうか。ないので、自由討議を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第７号平成３０年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定

を原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第７号平成３０年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定については、

認定すべきものと決しました。 

それでは、本日の会議を閉じ、明日１０時より会議を開会いたします。本日はお疲れさまでした。 

午後４時３２分 閉会 

 

 

 

令和元年９月１８日（水） 

 委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 
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